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   第 ８ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成30年３月12日(月曜日) 

            午前９時58分開議 

            午後０時47分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第45号 平成30年度熊本県一般会計予

算 

議案第47号 平成30年度熊本県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算 

議案第61号 平成30年度熊本県国民健康保

険事業特別会計予算 

議案第65号 平成30年度熊本県病院事業会

計予算 

議案第78号 熊本県入浴施設におけるレジ

オネラ症の発生防止のための衛生管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第79号 熊本県介護医療院の人員、施

設及び設備並びに運営の基準に関する条

例の制定について 

議案第80号 熊本県特別養護老人ホームの

設備及び運営の基準に関する条例等の一

部を改正する条例の制定について 

議案第81号 熊本県養護老人ホームの設備

及び運営の基準に関する条例及び熊本県

軽費老人ホームの設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第82号 熊本県指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営の基準等に関する条

例を廃止する条例の制定について 

議案第83号 熊本県指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

議案第84号 熊本県児童福祉施設の設備及

び運営の基準に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について 

議案第85号 熊本県看護師等修学資金貸与

条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第86号 熊本県国民健康保険法施行条

例の制定について 

議案第87号 熊本県国民健康保険広域化等

支援基金条例及び熊本県国民健康保険財

政安定化基金条例の一部を改正する条例

の制定について 

議案第88号 熊本県旅館業法施行条例の一

部を改正する条例の制定について 

議案第102号 第４次くまもと21ヘルスプ

ランの策定について 

議案第105号 権利の放棄について 

議案第106号 権利の放棄について 

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

① 平成29年度健康福祉部計画策定・

 中間見直しについて 

② 震災関連死の概況について 

③ 応急仮設住宅の供与期間満了に伴

う延長手続の結果について 

平成29年度厚生常任委員会における取り組

みの成果（案）について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 山 本 伸 裕 



第８回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成30年３月12日) 

 - 2 - 

        委  員 髙 島 和 男 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 古 閑 陽 一 

政策審議監 渡 辺 克 淑 

医 監 迫 田 芳 生 

長寿社会局長 福 田   充 

子ども・障がい福祉局長 柳 田 紀代子 

健康局長 田 原 牧 人 

首席審議員 

兼健康福祉政策課長 野 尾 晴一朗 

健康危機管理課長 厚 地 昭 仁 

高齢者支援課長 谷 口   誠 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 下 山   薫 

社会福祉課長 島 川 圭 二 

子ども未来課長 吉 田 雄 治 

首席審議員 

兼子ども家庭福祉課長 冨 永 章 子 

障がい者支援課長 奥 山 晃 正 

首席審議員 

兼医療政策課長 松 岡 正 之 

国保・高齢者医療課長 早 田 章 子 

健康づくり推進課長 岡 﨑 光 治 

薬務衛生課長 大 川 正 晃 

病院局 

病院事業管理者 永 井 正 幸 

総務経営課長 緒 方 克 治 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 若 杉 美 穂 

政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○田代国広委員長 ただいまから、第８回厚

生常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に４名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしまし

た。 

 次に、本委員会に付託された議案を議題と

し、これについて審査を行います。 

 まず、付託議案について、執行部の説明を

求めた後に、一括して質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 初めに、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて、付託議案について、担当課長か

ら順次説明をお願いします。 

 初めに、古閑健康福祉部長。 

 

○古閑健康福祉部長 健康福祉部関係の議案

につきまして御説明を申し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係３議

案、条例等関係14議案でございます。 

 まず、第45号議案、平成30年度熊本県一般

会計予算につきましては、震災対応分も含め

て、総額1,644億7,000万円余の予算をお願い

しております。 

 主な内容について御説明をいたします。 

 初めに、住まいの再建支援につきまして

は、震災から２年を迎える中で、再建に向け

て、この１年が非常に重要だと考えておりま

す。 

 これまで、４つの住まいの再建支援策の周

知に努めてまいりましたが、今後、さらに再

建を加速化させるため、再建が難しい高齢者

や障害のある方に対して、福祉施策に精通し

た専門家による相談体制を整備し、さまざま

な施策も活用しながら支援を充実させてまい

ります。 

 また、被災者の皆様にわかりやすく情報を

伝えるため、リバースモーゲージ型融資など

の周知を工夫してまいります。 

 今後も、被災者の皆様の住まいの再建が一

日も早く実現できるよう、取り組みを進めて

まいります。 
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 次に、結婚、妊娠出産、子育て支援につき

ましては、第３子以降の保育料等の無償化の

対象年齢を３歳から就学前まで拡大し、対象

施設として新たに幼稚園を加えることといた

しました。これにより、子育て世帯から最も

要望が多い経済的負担の軽減を図り、子育て

支援の充実に努めてまいります。 

 また、保育士のキャリアアップ研修等を通

じて、保育士等の処遇改善や、今年度実施し

た子供の生活実態調査の結果を踏まえ、市町

村と連携し、子供の貧困対策を進めてまいり

ます。 

 次に、高齢者や障害児者への支援につきま

しては、高校生の資格取得支援など人材の新

規参入を促進し、福祉・介護分野の人材確保

に取り組むとともに、各地域に在宅医療セン

ターを設置し、県内全域で在宅医療を推進し

てまいります。 

 また、新たに医療的ケア児等への支援とし

て、保健、医療、福祉等の関係機関との連携

体制の構築に取り組んでまいります。 

 次に、保健・医療の推進につきましては、

県民の健康寿命の延伸に向けて、第４次くま

もと21ヘルスプランに基づき、企業、団体へ

の健康経営の推進や、糖尿病予防の県民運動

の展開に取り組んでまいります。 

 また、医師が不足する地域における医師確

保を図るとともに、看護師等修学資金の貸与

者が僻地等で就業することを促進する取り組

みを進めてまいります。 

 このほか、先議において債務負担行為を設

定させていただきました化血研の事業譲渡の

受け皿となる新会社への出資を行うととも

に、殺処分ゼロを目指す動物愛護の取り組み

を加速化してまいります。 

 また、平成30年６月の住宅宿泊事業法の施

行に伴い、いわゆる民泊を営む者への指導監

督等を適切に行ってまいります。 

 続きまして、第47号議案、平成30年度熊本

県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算につき

ましては、母子・父子家庭等を対象とした各

種貸付金として、１億2,300万円余を計上し

ております。 

 次に、第61号議案、平成30年度熊本県国民

健康保険事業特別会計予算につきましては、

４月から、県が国保の財政運営の責任主体と

なることに伴い、市町村への交付金や関係機

関への納付金、拠出金など、新たに1,923億

9,000万円余を計上しております。 

 以上、特別会計を含む健康福祉部の平成30

年度の予算総額は、3,569億9,000万円余とな

り、平成29年度当初予算と比較しますと、国

民健康保険事業特別会計の新設等により、金

額にして1,870億8,000万円余の増額、約2.1

倍となっております。 

 続きまして、条例等関係についてですが、

第86号議案、熊本県国民健康保険法施行条例

の制定についての外条例関係10議案と、第

102号議案、第４次くまもと21ヘルスプラン

の策定について、さらに、権利の放棄につい

て２議案を提案しております。 

 このほか、今年度の健康福祉部計画策定・

中間見直しについて外２件について御報告を

させていただくこととしております。 

 以上が、今回提案しております議案等の概

要です。詳細につきましては、関係各課長が

説明いたしますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

○田代国広委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 厚生常任委員会説明資料、予算関係の２ペ

ージをお願いいたします。 

 本日は、金額の大きなものを中心に御説明

を申し上げます。 

 社会福祉総務費をお願いいたします。36億

7,168万円余を計上しております。前年度に
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比べまして、24億3,500万円余の増額となっ

ております。増額の主な要因は、震災対応と

して昨年度当初に計上していなかった住まい

の再建支援事業の23億1,100万円余を計上し

たことによるものです。 

 それでは、主な事業について御説明を申し

上げます。 

 説明欄をお願いいたします。 

 説明欄１の職員給与費につきましては、定

年退職予定者を除く平成30年１月１日時点で

の職員数とその給与額をもとに積算しており

ます。職員給与費につきましては、以下、各

課とも同様の趣旨でございますので、各課か

らの説明は省略させていただきます。 

 次に、説明欄２の社会福祉協議会助成費

は、熊本県社会福祉協議会の地域福祉活動に

要する運営費助成でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 説明欄４の社会福祉諸費のうち、(1)県総

合福祉センター管理費は、県総合福祉センタ

ーの管理運営に要する経費でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 (5)の地域支え合いセンター運営支援事業

は、熊本地震の被災者の日常生活の見守りと

生活再建を支援するため、市町村が設置運営

する地域支え合いセンターの活動に要する経

費の助成などを行うものです。 

 (7)住まいの再建加速化事業につきまして

は、応急仮設住宅入居者等の住まいに関する

相談支援体制の整備に要する経費でございま

す。 

 (8)の住まいの再建支援事業は、被災者が

一日も早く恒久的な住まいを再建されるよう

利子助成等を行うものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 最下段の災害救助費をお願いいたします。

139億8,894万円余を計上しております。みな

し仮設住宅の賃貸料等の見込み額の減によ

り、前年度から73億1,500万円余の減額とな

っております。 

 説明欄をお願いいたします。 

 説明欄２の災害救助対策費のうち、(1)災

害救助事業は、熊本地震の被災者に対して行

う災害救助法に基づく救助に要する費用をお

願いしております。主な経費といたしまして

は、みなし仮設住宅の賃貸料等の経費でござ

います。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ３の災害弔慰金・見舞金につきましては、

熊本地震の被災者に対する災害弔慰金及び災

害障害見舞金を支給する市町村への負担金で

ございます。 

 次に、公衆衛生総務費でございます。４億

6,767万円を計上しております。化血研の事

業譲渡の受け皿となる新会社に対する出資金

として４億円を計上したことにより、前年度

に比べ３億8,200万円余の増額となっており

ます。 

 説明欄をお願いいたします。 

 説明欄２の衛生諸費のうち、(3)医薬品産

業基盤維持・拠点づくり推進事業は、先議分

で債務負担行為について御議決いただきまし

た化血研の事業譲渡の受け皿となる新会社に

対する出資に関する予算でございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 保健環境科学研究所費でございます。４億

1,276万円余をお願いしております。保健環

境科学研究所の運営に関する経費でございま

す。単年度事業として、空調設備等改修工事

費１億9,000万円余を計上したことにより、

前年度に比べ１億6,700万円余の増額となっ

ております。 

 次に、保健所費は、16億5,547万円余をお

願いしております。県内に10カ所ある保健所

の運営に関する経費でございます。人件費等

の増により、前年度に比べ１億7,300万円余

の増額となっております。 

 ８ページをお願いします。 

 以上、健康福祉政策課は、総額206億7,962

万円をお願いしております。 
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 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○厚地健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

 まず、上段の公衆衛生総務費でございます

が、４億4,200万円余をお願いいたしており

ます。 

 主な事業は、右側の説明欄３の肝炎対策事

業でございます。これは、Ｂ型肝炎及びＣ型

肝炎の患者の方々の治療に伴う医療費の助成

等に必要な経費でございます。平成26年度後

半から新たに導入されましたＣ型肝炎の使用

に伴う医療費の一時的な増大がある程度落ち

ついてきたことによりまして、前年度と比較

いたしまして、約5,000万円の減を見込んで

おります。 

 続きまして、下段の結核対策費でございま

すが、4,900万円余をお願いいたしておりま

す。 

 主な事業は、説明欄１の結核医療費でござ

いますが、これは、感染症法に基づき入院勧

告を行った際の医療費について公費負担を行

うものであり、近年の医療費の公費負担増を

考慮して、約2,000万円の増額を見込んでお

ります。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 予防費でございますが、8,700万円余をお

願いいたしております。 

 主な事業は、説明欄１の(2)の感染症病床

維持のための必要な管理運営費に対して助成

を行う感染症指定医療機関運営指導費であり

ますとか、11ページの説明欄３の予防接種に

おきまして、健康被害の認定を受けた方への

医療費の公費負担分の予防接種救済事業でご

ざいます。 

 なお、予防費につきましては、前年度と比

較いたしまして、１億3,100万円余の減額と

なっておりますけれども、これにつきまして

は、新型インフルエンザ発生に備えまして備

蓄する抗インフルエンザ薬を使用期限の関係

で、平成29年度は購入する必要があったた

め、その減によるものでございます。 

 続きまして、食品衛生指導費でございます

が、５億5,500万円余をお願いいたしており

ます。 

 主な事業は、12ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄４の食肉衛生検査所費の(2)の管

理・運営費でございます。こちらにつきまし

ては、例年お願いしております検査所の維持

管理経費に加えまして、29年度から、検査所

の老朽化及び機能強化のための施設整備を行

っておりまして、今年度は、既に設計委託に

着手しておりますが、30年度も引き続き、設

計委託及び工事に必要な経費をお願いしてお

ります。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 環境整備費といたしまして、１億7,800万

円余をお願いしております。 

 主な事業といたしまして、説明欄１の(2)

動物愛護管理事業ですが、県の保健所や動物

愛護センターにおける犬や猫の引き取り、捕

獲、収容、譲渡等の主に動物管理業務に必要

な経費でございます。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 説明欄２の(2)の動物愛護推進事業につき

ましては、第３次熊本県動物愛護推進計画に

基づき、殺処分ゼロを目指した動物愛護の取

り組みを行うための経費でございます。県施

設への収容数を減らすため、県民への啓発等

を行う入り口対策や愛護団体の譲渡活動の支

援を行うことなどにより出口をふやす出口対

策等を実施するための必要な経費を計上させ

ていただいております。 

 以上、健康危機管理課は、当初予算といた

しまして、総額13億3,500万円余をお願いし

ております。 

 続きまして、15ページをお願いいたしま
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す。 

 債務負担行為の設定につきまして御説明い

たします。 

 先ほど御説明いたしましたとおり、食肉衛

生検査所につきましては、平成29年度から施

設整備に着手しており、平成30年度は、設計

委託及び工事を予定としておりますが、この

工事期間が年度をまたがることが予想されま

すため、平成31年度までの債務負担行為の設

定をお願いしております。 

 健康危機管理課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。 

 主な事業を説明いたします。 

 社会福祉総務費でございますが、8,040万

円余をお願いしております。 

 右側の説明欄をお願いいたします。 

 １の(2)の福祉人材緊急確保事業の3,980万

円余につきましては、福祉・介護分野におけ

る人材の新規参入促進、高校生資格取得支

援、マッチング機能強化等に要する経費でご

ざいます。このうち、高校生の資格取得支援

につきましては、福祉系高校で学ぶ高校生に

ついて、授業の中で実施される介護福祉士資

格取得のための実習費等や介護職員初任者研

修の受講費に対して補助をする経費1,050万

円をお願いしております。 

 17ページをお願いいたします。 

 老人福祉費でございますが、11億970万円

余をお願いしております。 

 19ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄の中で、４の介護保険対策

費、(1)介護人材確保対策推進事業2,410万円

余につきましては、介護人材確保のための介

護職の魅力等をＰＲする広報啓発のためのイ

ベント開催、パンフレット作成経費や、介護

人材定着支援のため、団体等が行う研修等に

係る経費について助成をするものでございま

す。 

 次は、ページが飛びまして、20ページをお

願いいたします。 

 下段の老人福祉施設費でございますが、９

億8,590万円余をお願いしております。前年

度に比べ５億6,400万円余の減額となってお

りますが、これは、右側の説明欄の(2)の介

護基盤緊急整備等事業で、市町村が行います

介護施設等の整備見込みが少ないため、前年

度に比べ約５億2,000万円が減額となってい

ることが主な要因でございます。 

 その他、主な事業を説明いたします。 

 その上の１の(1)の老人福祉施設整備等事

業１億5,000万円につきましては、耐震基準

を満たしていない特別養護老人ホームや養護

老人ホームについて、耐震改修に要する経費

について助成をするものでございます。５施

設分を予定しております。 

 以上、高齢者支援課の平成30年度当初予算

といたしましては、最下段の総額21億7,610

万円余をお願いしております。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○下山認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 まず、資料の21ページをお願いいたしま

す。 

 老人福祉費で269億1,121万6,000円をお願

いしております。前年度に比べ４億7,583万

円余の増となっておりますのは、後ほど御説

明しますが、介護給付費県負担金交付事業の

増によるものでございまして、給付費の増に

伴います県の負担金がふえるためでございま

す。 

 それでは、以下、主な事業を説明いたしま

す。 

 説明欄の２、高齢者福祉対策費でございま

す。 
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 (1)認知症診療・相談体制強化事業は、認

知症の医療体制や関係機関の連携体制及び相

談体制の充実強化に要する経費でございま

す。 

 22ページをお開きください。 

 (3)精神科病院による一般病院認知症対応

力向上支援事業は、新規事業となりますが、

一般病院に入院されている認知症の患者さん

への対応としまして、その対応力向上のため

に精神科病院が支援を行うことに要する費用

について助成をするものでございます。 

 23ページをお願いします。 

 認知症サポーターアクティブチーム支援事

業は、本県が人口比の養成率としては全国一

を誇っております認知症サポーターの活動を

促進するため、実際に活動を行う団体をチー

ムとして認定する経費でございます。 

 24ページをお願いします。 

 (12)在宅医療センター事業は、新規事業と

なりますが、在宅医療の推進のために、今後

設置いたします地域の在宅医療センター等の

取り組みに要する経費について助成するもの

でございます。 

 25ページをお願いします。 

 次に、３の介護保険対策費の主な事業につ

いて説明いたします。 

 (1)介護給付費県負担金交付事業及び(2)地

域支援事業交付金交付事業は、冒頭に触れさ

せていただきましたが、市町村の介護サービ

ス費等に要する費用の返還金及び交付金でご

ざいます。 

 27ページをお開きください。 

 (6)中山間地域等創生による地域包括ケア

推進事業は、中山間地域等において市町村等

が行う在宅サービスの創出に要する経費につ

いて助成するものでございます。 

 28ページをお願いします。 

 公衆衛生総務費として、497万円余をお願

いしています。 

 １の在宅医療連携推進事業は、圏域ごとに

保健所が在宅医療の推進の検討を行うための

協議に要する経費でございます。 

 最後に、医務費で719万円余をお願いして

います。 

 １の在宅歯科診療器材整備事業は、診療用

器材や車両の整備に要する経費について助成

するものでございます。 

 以上、認知症対策・地域ケア推進課は、総

額269億2,338万円余をお願いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

 

○島川社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 29ページをお願いいたします。 

 社会福祉総務費として、２億9,300万円余

を計上しております。 

 説明欄２の民生委員費は、民生委員、児童

委員の費用弁償等に要する経費でございま

す。 

 ３の生活福祉資金貸付事業費の貸付事務費

補助は、県社協が行う生活福祉資金の貸付事

務に要する経費、４の(2)日常生活自立支援

事業は、高齢者等で判断能力が十分でない方

の福祉サービスの利用援助等に要する経費に

ついて助成するものです。 

 30ページをお願いいたします。 

 下段の遺家族等援護費につきましては、

5,950万円余を計上しております。 

 31ページの説明欄２、(2)の引揚者等援護

事務費及び(3)の引揚者等援護扶助費は、帰

国された中国残留邦人の方に対する支援給付

費等でございます。 

 次に、下段の生活保護総務費としまして、

８億8,200万円余を計上しております。 

 説明欄１、生活保護事務費のうち、(2)の

生活保護世帯からの進学応援資金貸付事業

は、大学等への進学を支援するため、生活資

金を貸し付ける事業でございます。 

 32ページをお願いいたします。 

 (3)の生活困窮者総合相談支援事業は、生
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活困窮者等に対する総合相談支援や就労支援

等に要する経費でございます。 

 (4)の生活困窮者自立支援プラン推進事業

は、(3)の生活困窮者総合相談支援事業で策

定されました支援プランにより、家計相談や

子供の学習支援等を実施するものでございま

す。 

 (5)の矯正施設等退所者社会復帰支援事業

は、高齢または障害のある刑務所退所者への

福祉的な支援に要する経費でございます。 

 33ページをお願いいたします。 

 扶助費として、39億6,200万円余を計上し

ております。前年度に比べ３億1,000万円余

の減額となっております。 

 主な要因は、説明欄１、生活保護扶助費の

うち、(1)生活保護費について、全国的な景

気回復に伴う雇用環境の改善等によりまし

て、生活保護受給者数は減少傾向を示してお

り、約３億円余の減少となっております。 

 以上、社会福祉課、合計で51億9,700万円

余をお願いしております。 

 34ページをお願いいたします。 

 債務負担行為でございます。 

 生活保護世帯進学応援資金貸し付けにつき

ましては、平成30年度の貸し付け開始者に対

し、大学等の在学期間中、継続して貸し付け

るため、債務負担行為をお願いしているもの

です。 

 社会福祉課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○吉田子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 35ページをお願いいたします。 

 主な事業を御説明いたします。 

 まず、一番下の段の児童福祉総務費でござ

いますが、27億1,200万円余をお願いしてお

りまして、対前年度比11億円余りの増額とな

っております。 

 36ページの説明欄をお願いいたします。 

 主な事業につきまして、増額理由も含めて

御説明いたします。 

 ２の児童健全育成費の(1)の多子世帯子育

て支援事業は、第３子以降の保育料無料化を

実施する市町村への助成経費でございます。

本予算で対象年齢を３歳未満児から就学前に

変更し、対象施設も幼稚園まで拡充しており

まして、対象者の増により、約８億円の増額

となっております。 

 (2)の現任保育士等研修事業は、保育士等

のキャリアアップ研修に要する経費でござい

ます。 

 (3)の児童健全育成事業及び(4)の放課後児

童クラブ施設整備事業は、放課後児童クラブ

の運営や施設整備に要する市町村への助成経

費でございます。運営費におきまして、クラ

ブ数の増により、約１億円の増額となってお

ります。 

 (5)の子育て支援強化事業費補助金は、保

育所などで実施される地域子育て支援拠点事

業などに要する市町村への助成経費でござい

ます。 

 37ページをお願いいたします。 

 ４の(1)、保育士人材確保事業は、保育士

の再就職支援経費や保育補助者の雇い上げ経

費の助成でございます。保育補助者の雇い上

げを行う保育所の増加により、約２億円の増

額となっております。 

 (2)の保育士修学資金貸付等事業費補助

は、保育士の資格取得のための修学資金の貸

付原資の助成でございます。 

 下段の児童措置費は、143億5,674万円余を

お願いしております。これは、保育所や認定

子ども園などの運営に要する給付費の県負担

分でございます。本年度よりも17億2,300万

円余の増額となっておりますが、これは、私

立幼稚園の認定こども園への移行により、給

付対象施設が増加する見通しであることなど

によるものでございます。 

 38ページをお願いいたします。 
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 児童福祉施設費は、10億5,372万円余をお

願いしておりまして、本年度に約2,000万円

余の増額を要求しております。 

 ２の市町村保育施設運営費補助の(1)は、

延長保育等に要する市町村への助成でござい

ます。 

 (2)は、病児・病後児保育に関する市町村

への助成です。病後児保育実施施設数の増加

により、約2,000万円余の増額となっており

ます。 

 ３と４は、社会福祉施設に対する支援とし

て、産休代替職員の任用経費や退職手当の支

給に要する費用について助成するものでござ

います。 

 39ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費として、10億4,715万円を

お願いしております。 

 主なものといたしましては、５、母子医療

対策費の(1)は、特定不妊治療に要する経費

の助成でございます。 

 40ページをお願いいたします。 

 (2)は、早産予防の検査に要する経費の助

成、(4)は、小児慢性特定疾病に係る医療給

付に要する経費、６は、乳幼児医療費の助成

を行う市町村への助成経費でございます。 

 41ページをお願いいたします。 

 民生施設補助災害復旧費として、２億250

万円をお願いしております。これは、熊本地

震に伴う保育所の災害復旧事業に要する経費

について助成するものでございます。 

 以上、当課合計で195億5,697万円余をお願

いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料42ページをお願いいたします。 

 主な事業を説明させていただきます。 

 ２段目の社会福祉施設費は、3,300万円余

をお願いしております。 

 説明欄の１、女性相談センター費、(1)Ｄ

Ｖ対策支援事業は、女性相談センターにおけ

るＤＶ相談対応や関係機関会議、研修等の経

費でございます。 

 次に、43ページをお願いいたします。 

 児童福祉総務費として、１億7,400万円余

をお願いしております。 

 説明欄３の児童健全育成費の(2)、こんに

ちは赤ちゃん事業費等補助事業は、乳児がい

る家庭への訪問事業など、児童虐待の発生予

防対策等を実施する市町村に対し助成を行う

ものです。 

 44ページをお願いいたします。 

 ２段目の児童措置費、72億3,100万円余を

お願いしております。 

 説明欄１の(1)から(3)は、保護を必要とし

ます児童や母子を児童養護施設や母子生活支

援施設等へ入所措置するための費用です。 

 なお、児童措置費は、前年度比較で１億

1,300万円余の増額となっておりますが、こ

れは、(1)の児童養護施設等及び里親委託に

係る措置費において、施設職員の配置数の増

加や職員の処遇改善等に伴いまして、措置費

の所要見込み額が上がったことが主な要因で

ございます。 

 45ページをお願いいたします。 

 主なものを説明します。 

 説明欄３の児童手当費は、中学生までの子

供を持つ保護者に対し支給する児童手当につ

いて、県の負担分を市町村に交付するもので

ございます。 

 次に、母子福祉費は、19億6,300万円余を

お願いしております。 

 次の46ページをお願いいたします。 

 説明欄の(4)、新、子どもの貧困対策推進

事業は、今年度実施しております子供の生活

実態調査を踏まえ、新たに取り組む事業であ

り、子供やひとり親家庭の支援に取り組む機

関や団体による連携会議の開催や啓発イベン

トを実施いたします。また、地域の実情に合
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わせた市町村事業の経費について助成をする

ものでございます。 

 47ページをお願いいたします。 

 児童福祉施設費として、２億5,700万円余

をお願いしております。昨年度と比較して

4,800万円余の増額となっておりますが、こ

れは、主に説明欄２、児童福祉施設整備費の

(1)児童福祉施設整備費補助の増額によるも

のです。 

 説明欄の２の(2)、新、清水が丘学園整備

のあり方検討事業は、県立の児童自立支援施

設であります清水が丘学園の老朽化に伴いま

して、新たに学識経験者、施設団体、県、市

の児童相談所等をメンバーとする委員会を設

置し、施設整備のあり方について検討するた

めの経費をお願いするものでございます。 

 飛びまして、49ページをお願いいたしま

す。 

 一番下の段でございます。民生施設補助災

害復旧費でございます。1,800万円余をお願

いしております。これは、説明欄１にありま

す地震により被災した清水が丘学園につい

て、災害復旧工事の経費をお願いするもので

す。 

 子ども家庭福祉課の一般会計予算として、

総額96億7,900万円余をお願いしておりま

す。 

 次のページでございます。50ページをお願

いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 ひとり親家庭等の児童が就職する際、県が

かわりに身元保証を行うもので、複数年度に

わたるため、債務負担行為の設定をお願いす

るものでございます。 

 子ども家庭福祉課は以上です。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 説明資料の51ページをお願いいたします。 

 主な事業を説明いたします。 

 まず、社会福祉総務費で890万円余を計上

しております。 

 主な事業は、右の説明欄のＵＤやさしいま

ちづくり普及啓発事業であり、ハートフルパ

スやヘルプカードの普及など、優しいまちづ

くりを推進するための経費でございます。 

 下段の障害者福祉費では、156億6,200万円

余を計上しております。前年度と比較して４

億5,100万円余の増となっております。 

 右の説明欄１、障がい者扶助費の(3)障害

者施設の入所・通所利用に係るサービス等負

担金に要する経費でございます。前年度から

の増額の主な要因は、この経費が報酬改定な

どに伴い増加していることによるものでござ

います。 

 52ページをお願いいたします。 

 ２の障がい者福祉諸費ですが、(1)の市町

村地域生活支援事業は、相談支援を初め日常

生活用具の給付や手話通訳者の派遣など、障

害者の地域生活を支援する市町村事業に対す

る助成でございます。 

 53ページをお願いいたします。 

 (9)の新規事業、医療的ケア児等支援事業

は、医療的ケアを必要とする障害児等の支援

にかかわる関係機関の連携体制の構築のため

に、協議会の開催や医療的ケア児のコーディ

ネーターや支援者向けの研修を実施するため

の経費でございます。 

 54ページをお願いいたします。 

 ３の障がい者福祉施設整備費でございます

が、グループホームの創設など、障害者が地

域で暮らしていくための施設整備に対する助

成でございます。 

 また、２項目下の５、重度心身障がい者医

療費は、市町村が行う重度心身障害者への医

療費助成に対して、その一部を助成するもの

でございます。 

 55ページをお願いいたします。 

 最下段の児童措置費ですが、27億4,900万
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円余を計上しております。前年度と比較して

６億円余の増となっております。 

 増額の主な要因は、右の説明欄１の児童扶

助費の障害児施設給付費等支給・障害児施設

措置事業であり、放課後デイサービスなど障

害児の通所サービスの利用人数が増加し、通

所給付費が増加していることによるもので

す。 

 56ページをお願いいたします。 

 中段の児童福祉施設費ですが、10億7,900

万円余を計上しております。これは、宇城市

松橋町にありますこども総合療育センターの

運営経費でございます。人件費等の増によ

り、6,730万円余の増額となっております。 

 57ページをお願いいたします。 

 精神保健費ですが、２億5,500万円余を計

上しております。 

 説明欄１の精神保健費のうち、(3)は、被

災者の心のケアを行うために設置している熊

本こころのケアセンターの運営経費でござい

ます。 

 (5)の新規事業の地域包括ケアシステム構

築推進事業は、精神障害者が地域の中で自分

らしい暮らしを実現するため、関係者が課題

を共有し、一体的な取り組みを進めるための

経費でございます。 

 58ページをお願いいたします。 

 (6)の新規事業の依存症対策推進事業は、

アルコールなどの依存症に関する相談支援や

研修に係る費用とアルコール健康障害対策推

進計画の策定に要する費用でございます。 

 最下段の県立病院事業会計繰出金ですが、

地方公営企業法に基づく県立こころの医療セ

ンターへの繰出金として、８億5,600万円余

を計上しております。 

 以上、障がい者支援課で、総額207億1,400

万円余を計上しております。 

 障がい者支援課の説明は以上でございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松岡医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 59ページをお願いいたします。 

 主な事業を説明いたします。 

 公衆衛生総務費で62億7,872万円余を計上

しております。平成29年度比で７億円余りの

減となっておりますが、主な理由は、医療施

設のスプリンクラー整備事業の要望が、昨年

度と比べまして10億円余り減少したことによ

るものでございます。 

 １、衛生諸費の(2)災害医療体制整備事業

ですが、今年度から各地域の体制強化に向け

て新たに養成をしております地域災害医療コ

ーディネーターの研修経費などでございま

す。 

 ２、保健医療推進対策費、(2)の医療施設

等施設・設備整備費は、病院の機能強化のた

めの施設整備あるいはその検査機器の整備等

について助成するものでございます。 

 60ページをお願いします。 

 (5)の医療施設消防用設備整備費が、スプ

リンクラー等の整備に対する助成ですが、来

年度は21施設分を計上しております。 

 (7)医師確保総合対策事業は、医療機関や

大学、女性医師、研修医等を対象にしました

医師確保対策の経費でございます。地域に専

門医を派遣するための熊本大学への寄附講

座、あるいはその医師への修学資金の貸与な

どを行っております。 

 61ページをお願いします。 

 (8)の地域医療等情報ネットワーク基盤整

備事業ですが、県内の医療機関、薬局、訪問

看護ステーションなどの患者情報のネットワ

ーク構築に要する経費の助成でございます。

来年度は、新たに257施設を接続する計画で

ございます。 

 (9)の病床機能転換・強化事業は、地域医

療構想で定めます各構想区域での不足する病

床機能へ転換する医療機関に対する助成でご
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ざいます。 

 ３、母子医療対策費の周産期医療対策事業

は、県内４つの周産期母子医療センターの運

営経費に対する助成などですが、熊本市民病

院は、センターとしてまだ休止中でございま

すので、対象から除外をしております。 

 62ページをお願いいたします。 

 ５、地域医療介護総合確保基金積立金は、

医療分と介護分を合わせた積立額でございま

す。 

 下段の医務費で１億5,792万円余を計上し

ておりますが、主な事業は、63ページをお願

いします。 

 ２、へき地医療対策費は、(1)のへき地医

療施設の運営費と、(2)の施設・設備整備に

対する助成でございます。 

 ３、歯科行政費の(1)歯科医療確保対策事

業ですが、歯科医師会の口腔保健センターに

対する助成でございます。本会議で関連の御

質問がありましたが、県歯科医師会の口腔保

健センターは、利用者がふえており、また赤

字もふえておりますので、来年度は154万円

から200万円に増額したいと考えておりま

す。 

 64ページをお願いいたします。 

 保健師等指導管理費の１、看護行政費の看

護師養成所等運営費補助ですが、県内11の養

成所に対する助成でございます。 

 ２、看護師等確保対策費の(2)看護学生の

県内定着促進事業ですが、県内の看護職員を

確保するため、学生への修学資金の貸与など

に要する経費でございます。来年度の修学資

金事業については、貸与枠を20人ふやし170

人にしたいと考えております。 

 なお、本修学資金については、人材確保が

より困難な地域への就業を誘導したいと考え

ておりますので、関係条例の一部改正を提案

しております。後ほど御説明させていただき

ます。 

 65ページをお願いいたします。 

 (3)地域医療提供体制回復総合対策事業で

すが、熊本市民病院などの被災医療機関に勤

務する医療従事者の在籍出向に対する助成で

ございます。 

 以上、医療政策課は、計73億2,710万円余

を計上しております。 

 66ページをお願いいたします。 

 債務負担行為です。 

 医師修学資金貸し付けですが、地域の医師

を確保するため、熊本大学あるいは県外大学

の医学生を対象とするもので、来年度は、11

名分、限度額7,897万円の設定をお願いする

ものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 説明資料の67ページをお願いいたします。 

 国民健康保険指導費で70億9,486万円余を

お願いしております。前年度比165億6,000万

円余の減でございますが、これは、主には説

明欄５の財政安定化基金積立金の国費を原資

とした積立金の減、及び後ほど御説明いたし

ます国民健康保険事業特別会計繰出金へ保険

給付費等を組みかえたことによるものでござ

います。 

 68ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費で279億2,575万円余をお願

いしております。前年度比３億4,000万円余

の増は、後期高齢者医療費の増に伴い、説明

欄２の後期高齢者医療対策費の県負担金等の

増によるものでございます。 

 69ページをお願いいたします。 

 国民健康保険事業特別会計繰出金で127億

7,126万円余をお願いしております。県が財

政運営の責任主体となることに伴い、新たに

設置する特別会計に対する法の規定に基づく

繰出金でございます。 

 以上により、一般会計予算として、477億
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9,188万円余をお願いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 説明資料の70ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費で25億9,294万円余をお願

いしております。前年から13億7,000万円余

の減となっておりますが、主な要因は、難病

医療費の減によるもので、後ほど説明いたし

ます。 

 主な事業について説明いたします。 

 説明欄２の健康づくり推進費です。 

 (1)の健康長寿推進事業は、県民の健康づ

くり意識の醸成及び企業等への健康経営の推

進に要する経費です。 

 (3)の糖尿病医療の均てん化・ネットワー

ク支援事業は、糖尿病の発症や重症化予防の

ため、医療スタッフの養成や２次保健医療圏

ごとの医療連携体制の整備に助成するもので

す。 

 71ページをお願いいたします。 

 (5)の歯科保健推進事業は、フッ化物洗口

による虫歯予防対策など、県民の歯の健康づ

くりの推進に要する経費です。 

 (7)及び(8)の事業は、がん診療を行う医療

機関の設備または施設の整備を行う病院への

助成です。 

 72ページをお願いいたします。 

 (11)のがん相談機能向上事業は、がん相談

員を対象とした研修の実施及びがん患者の支

援体制の整備に要する経費です。 

 73ページをお願いいたします。 

 (14)の地産地消をはじめとした食育の推進

事業は、新規事業です。市町村が取り組む食

育推進事業に助成を行うもので、30年度は、

対象市町村として嘉島町を予定しておりま

す。 

 74ページをお願いいたします。 

 ６の難病対策費です。 

 (1)の指定難病医療費は、難病法に基づく

医療費の公費負担です。 

 この事業は、平成30年度から、熊本市への

事務移譲に伴いまして、熊本市の難病患者の

方につきましては、熊本市が公費負担を行う

ことになります。このため、前年度から10億

5,500万円の減額となっております。 

 なお、現在、県内の受給者総数は、およそ

１万4,000人でございます。 

 (4)のアレルギー疾患対策推進事業は、新

規事業です。アレルギー疾患対策基本法の施

行に伴いまして、拠点病院の選定や協議会の

設置を行うものでございます。 

 75ページをお願いいたします。 

 予防費、393万円をお願いしております。 

 説明欄１のハンセン病事業費は、ハンセン

病に対する正しい理解の普及啓発に要する経

費です。 

 最下段の国民健康保険事業特別会計繰出金

は、市町村が実施します特定検診、特定保健

指導の実施に必要な経費について、国保の特

別会計へ繰り出すものでございます。 

 以上、健康づくり推進課の30年度予算要求

額は、29億1,423万円余となります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○大川薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 資料の76ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明申し上げます。 

 まず、公衆衛生総務費でございます。 

 右の説明欄の１、保健医療推進対策費です

が、(1)の移植医療推進普及啓発事業は、移

植医療の推進を図るため、主に熊本赤十字病

院における県の臓器移植コーディネーターの

設置に要する経費でございます。 

 最下段の生活衛生指導費でございます。 

 右の説明欄の１の生活衛生対策費は、県民

の日常生活に関係の深い理容所、美容所、旅

館等の生活衛生関係営業施設の許可や監視、
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指導等に要する経費でございます。 

 77ページをお願いいたします。 

 (2)の新規事業の住宅宿泊事業適正運営確

保事業は、ことしの６月15日に施行されます

住宅宿泊事業法に基づく事業者からの届け出

の受理、指導監督等に要する経費でございま

す。 

 78ページをお願いいたします。 

 薬務費でございます。 

 右の説明欄の２の薬務行政費ですが、(1)

の薬事許認可事業は、薬局等の開設、医薬品

や医療機器等の製造、販売に関する許認可事

務、医薬品販売に係る登録販売者試験の実施

及び薬局機能情報システムの開発等に要する

経費でございます。 

 (4)の在宅訪問薬局支援体制強化事業は、

薬局、薬剤師によります在宅医療を地域単位

で推進するため、熊本県薬剤師会が行います

在宅訪問薬剤師支援センターの運営などにつ

きまして、地域医療介護総合確保基金を活用

して助成するものでございます。 

 以上、薬務衛生課の平成30年度当初予算と

いたしまして、79ページ最下段、総額で１億

8,100万円余をお願いしております。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 80ページをお願

いいたします。 

 議案第47号、母子父子寡婦福祉資金特別会

計について御説明いたします。 

 この貸付金は、ひとり親家庭等に対し、子

供の修学資金や生活資金等の各種貸し付けを

行うものでございます。実績額の伸びに基づ

きまして、母子父子寡婦福祉資金貸付金につ

きましては、１億173万9,000円をお願いして

いるところでございます。こちらは、前年度

と比較いたしまして360万円余の増額を行っ

ております。実績額の伸び率に基づきまして

試算したものでございます。 

 次の元金でございますが、決算上の繰越金

が国の定める基準額を超過した場合、国から

借り受けた貸付金の財源の一部を償還するも

のでございます。 

 次の一般会計繰出金につきましても、国へ

の償還金と同様に、県の一般会計にお返しす

るものでございます。 

 母子父子寡婦福祉資金特別会計として、１

億2,300万円余をお願いするものでございま

す。 

 続きまして、81ページをお願いいたしま

す。 

 母子父子寡婦福祉資金特別会計における債

務負担行為の設定です。貸し付けが複数年度

にわたるため、債務負担行為の設定をお願い

するものです。 

 以上でございます。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 82ページをお

願いいたします。 

 議案第61号、国民健康保険事業特別会計で

ございます。総額は、1,923億9,114万円余で

ございます。４月から県が財政運営の責任主

体となることに伴い設置するもので、説明欄

１、国保保険給付費等交付金として、保険給

付に必要な費用を市町村に交付するととも

に、説明欄２に記載のとおり、社会保険診療

報酬支払基金等、関係機関に対する納付金等

を計上しております。 

 83ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 国保総合システム補修委託が複数年度にわ

たるため、債務負担行為の設定をお願いする

ものでございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○厚地健康危機管理課長 続きまして、条例

等議案につきまして御説明させていただきま

す。 
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 資料は、別につづってございます、表紙に

「平成30年２月県議会厚生常任委員会説明資

料(条例等関係)」と書いてありますものをご

らんください。 

 では、議案第78号、熊本県入浴施設におけ

るレジオネラ症の発生防止のための衛生管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定に

つきましては、概要にて御説明させていただ

きますので、３ページをごらんください。 

 議案は、これより前の１ページから２ペー

ジに掲載しております。 

 レジオネラ条例につきましては、平成16年

に制定しておりまして、入浴施設におきます

レジオネラ症という感染症の発生防止のため

の衛生管理に関する条例でございます。 

 条例改正の趣旨とその主な内容につきまし

ては、介護保健法の一部改正に伴いまして、

入浴施設の衛生管理について必要な措置を講

じなければならない施設に、入浴施設を有し

ます地域密着型通所介護事業または複合型サ

ービス事業を行う事業所及び介護医療院を追

加する等の規定を整備するものでございま

す。 

 施行日につきましては、③の介護医療院に

つきまして、県が所管しております介護療養

型医療施設が、法改正によりまして介護医療

院に順次転換していくことになったものでご

ざいまして、県が全ての施設を把握できてお

りますため、法施行日の４月１日からとして

おります。 

 一方、①の地域密着型通所介護事業及び②

の複合型サービス事業を行う事業所につきま

しては、市町村所管でございますので、対象

施設を市町村に確認いたしまして、その上で

個別の施設に条例の趣旨に沿った必要な措置

を準備いただくための時間をとり、９月１日

からとしたものでございます。その他の規定

は、公布の日としてございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 引き続き、条例関係の説明をさせていただ

きます。 

 説明資料、条例等関係の資料の32ページを

お願いいたします。 

 議案第79号の熊本県介護医療院の人員、施

設及び設備並びに運営の基準に関する条例の

制定について、概要により御説明をいたしま

す。 

 議案は、これより前の４ページから31ペー

ジに掲載をしております。 

 条例制定の趣旨は、記載をしておりますよ

うに、介護保険法の改正により、新たに介護

医療院という施設類型が設けられたことか

ら、他の介護保険施設と同様に、人員、施

設、設備、運営に関する基準を定めるもので

す。 

 内容といたしましては、基本的な基準は、

厚生労働省令に準じて、その基準を定めます

が、県独自の基準として、他の介護保険施設

と同様に、２の(2)②のアからキに記載をし

ております基準を定めております。 

 施行期日は、平成30年４月１日としており

ます。 

 続きまして、53ページをお願いいたしま

す。 

 議案第80号の熊本県特別養護老人ホームの

設備及び運営の基準に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について、概要により御

説明をいたします。 

 議案は、これより前の33ページから52ペー

ジに掲載をしております。 

 条例改正の趣旨につきましては、記載をし

ておりますとおり、地域包括ケア強化法の施

行により、国の基準省令等が一部改正をされ

たことを踏まえ、介護保険施設や介護サービ

ス事業所に係る６つの条例の関係規定を整備

するものでございます。 
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 内容としましては、２の四角枠内の法改正

に関連するものと介護報酬改定に関連する基

準の見直しを行っております。関係する条例

は、２の(1)から(6)の条例でございます。 

 施行期日は、平成30年４月１日でございま

すが、一部の規定は10月１日としておりま

す。 

 続きまして、56ページをお開きください。 

 議案第81号の熊本県養護老人ホームの設備

及び運営の基準に関する条例及び熊本県軽費

老人ホームの設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、概

要により御説明をいたします。 

 議案は、これより前の54ページから55ペー

ジに掲載をしております。 

 条例改正の趣旨としましては、養護老人ホ

ーム及び軽費老人ホームの設備、運営に関す

る国の基準省令の一部改正を踏まえ、２つの

条例の規定を整備するものでございます。 

 内容といたしましては、２の四角枠内のサ

テライト型の施設の職員配置基準の見直し

と、今回、他の介護保険施設も同様の基準見

直しを行っておりますが、身体拘束等の適正

化のための運営基準の見直しを行っておりま

す。関係する条例は、２の(1)と(2)の条例で

ございます。 

 施行期日は、平成30年４月１日でございま

す。 

 続きまして、58ページをお願いいたしま

す。 

 議案第82号、熊本県指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営の基準等に関する条例を

廃止する条例の制定につきまして、概要によ

り御説明をいたします。 

 条例制定の趣旨及び内容としましては、平

成26年に制定をされました、記載をしており

ます法律の一部施行により、条例を廃止する

ものでございます。 

 現在、県で行っております指定居宅介護支

援事業所の指定等を４月１日から市町村が実

施することになりましたため、県の基準条例

を廃止するものでございます。 

 施行期日は、平成30年４月１日としており

ます。 

 高齢者支援課の説明は以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

す。 

 86ページをお願いいたします。 

 第83号議案、指定障害福祉サービスに関す

る基準条例の一部改正について、条例案の概

要で説明いたします。 

 議案は、これより前の59ページから85ペー

ジに掲載しております。 

 条例改正の趣旨と内容ですが、関係する厚

生労働省令の改正を踏まえて、関係規定を整

備するもので、障害者のサービスに関する３

つの条例を改正しております。 

 まず、(1)は、障害者の通所訪問系サービ

スの基準条例ですが、新たに創設される９つ

のサービスについて基準を定めるほか、自立

訓練の対象者の要件を緩和いたします。 

 (2)は、障害者施設の基準条例ですが、障

害者施設が障害児施設としても運営する場

合、片方の基準のみでよいとする特例を平成

32年度末まで延長いたします。 

 (3)は、最低基準を定める条例ですが、改

正内容は、就労移行支援の通勤訓練の実施を

定めたこと、自立訓練の対象者の要件を緩和

したことなどでございます。 

 施行期日は、平成30年４月１日を予定して

おります。 

 次に、101ページをお願いいたします。 

 第84号議案、児童福祉施設に関する基準条

例の一部改正でございます。 

 議案は、これより前の87ページから100ペ

ージに掲載しております。 

 条例改正の趣旨と内容ですが、関係する厚

生労働省令の一部改正を踏まえて、関係規定
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を整備するもので、障害児のサービスに関す

る３つの条例を改正しております。 

 まず、(1)は、最低基準を定める条例です

が、事業所に必要な看護職員について、看護

師以外の保健師等でもよいこととしておりま

す。これは、(2)、(3)の条例でも同様です。 

 (2)は、障害児通所支援の基準条例です

が、児童発達支援の従業者の半数以上は資格

保持者としなければならないこと、質の確保

を図るため、自己評価及び保護者による評価

を義務づけたことのほか、新たに創設される

３つのサービスについて基準を定めておりま

す。 

 (3)は、障害児入所施設の基準条例です

が、障害児施設が障害者施設としても運営す

る場合、片方の基準のみでよいとする特例を

平成32年度末まで延長しております。 

 施行期日は、平成30年４月１日を予定して

おります。 

 障がい者支援課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松岡医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 資料、105ページをお願いいたします。 

 第85号議案、熊本県看護師等修学資金貸与

条例の一部改正について、概要で説明いたし

ます。 

 議案は、これより前の102ページから104ペ

ージとなっております。 

 まず、条例改正の趣旨ですが、人材確保が

より厳しい僻地等に修学資金貸与者の就業を

促進するために改正するものでございます。 

 内容ですが、貸与を受けた者が返還免除対

象施設に５年就業した場合は、返還を免除す

るという規定、これを当然免除と呼んでおり

ますが、この債務免除の要件を３点改めたい

と思います。 

 １つ目は、熊本市を除く市町村の200床以

上の病院を返還免除対象施設に追加いたしま

す。 

 ２つ目は、僻地等を抱える市町村にありま

す返還免除対象施設に就業した場合、返還免

除に必要な従事期間を現行の５年から３年に

短縮したいと思っております。 

 ３つ目は、介護保険法の改正に伴いまし

て、介護医療院を対象施設に追加するもので

ございます。 

 これらの見直しで、これまで県内一律であ

りました返還免除要件に地域差を設けること

で、僻地等への就業を促進したいと考えてお

ります。 

 施行日は、平成30年４月１日とし、平成30

年度の貸与者から適用することとしたいと考

えております。 

 説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 111ページをお願いいたします。 

 議案第86号、熊本県国民健康保険法施行条

例の制定については、概要にて御説明いたし

ます。 

 議案は、これより前の106ページから110ペ

ージに掲載しております。 

 条例改正の趣旨ですが、４月から県が国保

の財政運営の責任主体となるに当たり、法の

施行に関し、必要な事項を定めるものです。 

 主な内容ですが、(2)国保運営協議会の所

掌事務などを、(3)保険給付費等交付金につ

いて、交付金の種類などを、(4)国保事業費

納付金に関して、市町村ごとの納付金の額を

算定するために必要な係数等を定めておりま

す。 

 附則で、(5)に記載の条例の廃止等を定め

ております。 

 施行期日は、平成30年４月１日です。 

 続きまして、114ページをお願いいたしま

す。 
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 議案第87号、熊本県国民健康保険広域化等

支援基金条例及び熊本県国民健康保険財政安

定化基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、概要にて御説明いたします。 

 議案は、これより前の112ページから113ペ

ージに掲載しております。 

 条例改正の趣旨とその主な内容につきまし

ては、国保法等の一部改正に伴い、関係条例

の規定を整備するものでございまして、(2)

財政安定化基金条例の一部改正については、

基金の交付事業の要件等を定めております。 

 施行期日は、平成30年４月１日です。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○大川薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 議案第88号、旅館業法施行条例の一部改正

につきましては、概要にて御説明申し上げま

す。 

 118ページをお開きください。 

 議案は、これより前の115ページから117ペ

ージに掲載しております。 

 １の条例改正の趣旨と、２のその内容につ

きましては、住宅宿泊事業法の創設や、国の

規制改革推進会議の意見を踏まえ、旅館業法

等が一部改正されたことに伴い、衛生措置及

び構造設備に係る基準等について改正を行う

ものです。 

 主な改正点は、資料の２の内容に記載して

おりますとおりで、(1)の衛生措置について

は、一部基準の撤廃や数値基準から定性的基

準への見直しを行います。 

 また、(2)の構造設備につきましては、ホ

テル営業と旅館営業が、旅館・ホテル営業に

統合されたことに伴い、ホテル営業の基準を

旅館・ホテル営業の基準として改めるととも

に、簡易宿泊所を含め、衛生措置と同様、一

部基準の撤廃や数値基準から定性的基準への

見直しを行うものでございます。 

 施行日は、改正されました旅館業法の施行

に合わせ、平成30年６月15日です。 

 以上が改正の概要でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 説明資料の119ページをお願いいたしま

す。 

 第102号議案、第４次くまもと21ヘルスプ

ランの策定についてです。 

 提案理由にありますように、県行政に係る

基本計画の策定を議決事件として定める条例

に基づきまして、今回、対象計画であります

くまもと21ヘルスプランを御審議いただくも

のです。 

 別冊の資料で御説明差し上げます。 

 なお、計画の内容につきましては、11月及

び１月の委員会で御説明させていただいてお

りますので、本日は、１月の委員会以降、パ

ブリックコメント等の意見を踏まえ、変更し

た点を中心に御説明申し上げます。 

 ２点ございます。 

 １点目ですが、本文の22ページ、23ページ

をお願いいたします。 

 計画の実効性を確保するために、市町村と

県の役割の強化を追記いたしました。 

 まず、市町村の役割といたしまして、22ペ

ージですが、市町村には、健康づくりだけで

なく国保の保険者としての役割もあるため、

国保データヘルス計画や糖尿病重症化予防の

取り組みが求められていることを追記いたし

ました。 

 また、これに対応する形で、23ページの県

の役割に、市町村の健康増進計画策定等の策

定支援を行い、ヘルスプランの実効性の確保

に努める旨追記いたしました。 

 ２点目です。 

 78ページをお願いいたします。 

 高齢者の健康づくり、介護予防の推進施策
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といたしまして、新たに認知症の危険因子に

つきまして、啓発や認知症疑いの情報共有な

ど、認知症発症予防・早期発見対策の推進の

項目を追記いたしました。 

 以上が主な変更点です。全体の課題、重点

施策等につきまして、前回から変更はありま

せん。 

 説明は以上です。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○島川社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 120ページをお開きください。 

 議案第105号、権利の放棄については、121

ページの概要にて御説明します。 

 生活保護費の返還徴収金については、窮迫

等の場合に、資力があるにもかかわらず給付

した保護費等について返還させるものでござ

います。平成23年度、25年度、28年度、29年

度の返還徴収金計６件について、いずれも返

還決定の相手方の死亡及び相続人の不存在に

より、今後回収の見込みがないため、権利の

放棄をお願いするものでございます。 

 社会福祉課は以上です。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 資料の最後のペ

ージ、124ページをお願いいたします。 

 議案第106号、権利の放棄については、こ

の概要にて御説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。なお、前ページに議案に

ついては掲載しております。 

 放棄する権利は、児童扶養手当返還金債権

１件でございます。ひとり親世帯に交付する

手当でございますが、年金受給により児童扶

養手当が過払いとなっていたことが判明し、

平成26年から返還交渉したものの、平成27年

には生活保護の受給開始となり、平成28年４

月には破産手続が開始され、６月に免責許可

決定されました。 

 本件については、相手方の破産により、今

後回収の見込みがないため、権利の放棄をお

願いするものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 次に、病院事業管理者か

ら総括説明を行い、続いて付託議案について

担当課長から説明をお願いします。 

 初めに、永井病院事業管理者。 

 

○永井病院事業管理者 病院局でございま

す。 

 本議会に提案しております議案の概要説明

に先立ちまして、県立こころの医療センター

の運営状況について御報告を申し上げます。 

 まず、患者数の動向でございますが、今年

度の入院患者延べ数は、１月末現在で3,522

人であり、熊本地震の影響で増加した昨年度

より432人減少しております。また、外来患

者延べ数につきましては、１月末現在で

1,992人であり、昨年度より170人減少してい

る状況であります。 

 次に、退院後の地域での社会生活を支援す

る地域生活支援事業につきましては、事業を

開始しました平成26年度の対象患者数は11人

でしたが、本年１月末現在では28人と倍増し

ております。入退院を繰り返していた患者の

病状悪化を防ぎ、再入院とならないなど、着

実に成果が上がっているものと考えておりま

す。 

 また、当センターの政策的医療として位置

づけております児童・思春期医療への取り組

みにつきましては、本年２月１日に専用病床

として思春期ユニットを開設し、平成30年４

月からの本格稼働を目指しております。 

 加えまして、本年度は、中期経営計画の見

直しの時期に当たり、平成30年度から始まる

第３次中期経営計画を本年度末までに策定を

いたします。 

 当センターといたしましては、今後とも精
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神科医療におけるセーフティーネット機能と

政策的医療への取り組みという県立病院とし

ての役割を果たせるよう、しっかりと取り組

んでまいります。 

 それでは、今回提案しております議案第65

号、平成30年度熊本県病院事業会計予算につ

いて御説明いたします。 

 県立こころの医療センターの管理運営に要

する経費として、収益的収支で17億2,000万

円余、設備の更新等に係る経費として、資本

的収支で３億1,700万円余、これらを合わ

せ、予算総額20億3,800万円余を計上してお

ります。 

 また、このほか、平成31年度以降の債務負

担行為の設定をお願いいたしております。 

 以上が今回の議案の概要でございますが、

詳細につきましては、総務経営課長から説明

させますので、御審議をよろしくお願いいた

します。 

 

○田代国広委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いします。 

 

○緒方総務経営課長 資料につきましては、

当初予算関係の説明資料つづりの84ページを

お願いいたしたいと思います。 

 まず、左側、収益的収支について御説明い

たします。 

 収入につきましては、第３次中期経営計画

の目標としている患者数を見込むとともに、

一般会計繰入金を含め17億2,122万円余をお

願いしております。支出につきましては、17

億2,078万円余をお願いしており、差し引き

44万円余の収益を見込んでおります。 

 次に、右側の資本的収支につきましては、

引き続き、一般会計からの繰り入れを行わ

ず、収入をゼロとし、支出のみ３億1,749万

円余をお願いしております。 

 なお、資本的収支の財源につきましては、

引き続き、内部留保資金を充当することとし

ております。 

 85ページをお願いします。 

 収益的収支に係る支出であります。 

 説明欄１の医業費用につきましては、給与

費、材料費等で16億5,896万円余、２の医業

外費用につきましては、企業債の利息等で

6,177万円余をお願いしております。 

 86ページをお願いいたします。 

 資本的収支に係る支出であります。 

 ４の建設改良費につきましては、病院施設

の整備費や器械備品等の購入費で9,836万円

余、５の企業債償還金につきましては、２億

1,912万円余をお願いしております。 

 87ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定をお願いしておりま

す。 

 情報処理関連業務として、電子カルテの導

入に伴う賃貸借契約を行う必要があるため、

総額１億465万円余の債務負担行為の設定を

お願いするものであります。 

 病院局からは以上であります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、付託議案について質疑を受

けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○髙島和男委員 当初予算説明資料の６ペー

ジ、公衆衛生総務費の中の例の化血研の件で

お尋ねをしたいと思います。 

 事業譲渡について、あす最終合意がされる

ようでございますけれども、この件に関して

は、昨年末の発表から今日に至るまで余りに

短期間で、そしてまた、情報も限られており

ましたものですから、私も、改めて幾つか確

認しておきたいと思います。 

 まず、新会社の設立に至るまでの流れを簡

単にちょっと時系列で追ってみたいと思うん

ですけれども、当初、化血研は、アステラス
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製薬との受け皿というか譲渡の道を探ってお

ったわけでございますが、2016年10月19日に

交渉が決裂をしたと。その半年後の2017年５

月30日に、例の理事長の交代劇があって、そ

して、その新しい理事長誕生の直後、６月も

しくは７月に、今回の新会社の構想が県から

明治に持ち込まれたということになっておる

かと思いますが、今私が申し上げた時系列に

ついて間違いないか、その確認をお願いした

いと思います。 

 

○野尾健康福祉政策課長 今髙島委員おっし

ゃったように、大まかな流れとしては、その

ようなことで間違いはございません。 

 

○髙島和男委員 そこで、まずお尋ねしたい

のは、アステラスさんとの交渉が決裂した

後、化血研が譲渡先を募集したところ、個別

の提案あるいは応募が10数件あったと聞いて

おります。もちろん、公には一切公表はされ

ておりません。 

 県は、明治さんに話を持ち込む前に、譲渡

先について、幾つか比較検討はされたのでし

ょうか。そして、仮にそういった比較検討し

ていないということであれば、なぜ明治さん

だったのか、お尋ねをいたします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 議会答弁のほうで

も何回か、藤川委員の12月の議会答弁でもお

答えしたんですけれども、県として、やはり

知事が言う雇用、人材、拠点、これをどう守

っていくかというポイントでいろいろな県内

の経済界の方と意見交換する中で、今回の49

対49対２というスキーム案が浮上してきまし

た。 

 その中で、これよりほかに何があるかとい

いますと、やはり県の関与といたしましてで

きることとするのは、この間も議会答弁でお

話ししましたように、２％という最小限のい

わゆる出資で、どう地元雇用を守っていく

か、地元に拠点を守っていくか、そういうポ

イントでこの案を提示させていただいたわけ

です。 

 なぜ明治かといいますと、こういう提案に

ついて、やはり明治ホールディングスのほ

う、明治グループのほうが御賛同いただいた

ということで、明治グループという考え方で

進めてまいりました。 

 

○髙島和男委員 今の課長、もう一回確認で

すが、じゃあ、比較検討はしていないという

ことでいいんでしょうか。 

 

○野尾健康福祉政策課長 はい。スキーム案

については、もう比較検討はしておりませ

ん。 

 

○髙島和男委員 通常というか、県の場合で

すので、民間同士ならば、比較検討というの

が当然あるわけでしょうけれども、何か私

は、そこがちょっと違和感を覚えるというこ

とがまず１つあって、今３つの条件、これは

もう議会でも、ここの委員会でも取り沙汰さ

れております。雇用の確保、研究人材の確

保、そしてまた、本社機能の維持ということ

で、十分理解もできますし、また、化血研側

からすると、ワクチンや血液製剤事業の維持

もあったと思うんですね。４つの条件だった

と思います。 

 しかしながら、この新会社の設立で、今も

課長おっしゃいましたけれども、条件がクリ

アできたということでありますけれども、私

は果たしてそうなのかなという疑問が、やっ

ぱりどうしても残っております。 

 というのも、今おっしゃった３条件を含め

た５つの附帯条件は、基本合意の中では最大

限の努力義務ということになっております。

これはもう御承知のとおりです。昨年の12月

13日、松尾社長の記者会見の中でも、これは

もう未来永劫、約束はできないというふうに
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も明言をされております。 

 私は、あしたの最終合意の中で、この最大

限の努力義務という文言が削除あるいは修正

されているのであれば別でありますけれど

も、そのまんま最大限の努力義務という文言

が残っているのであれば、県と明治とでは、

この認識というか受けとめ方というのは、乖

離があるんじゃないかなと思いますけれど

も、いかがでしょう。 

 

○野尾健康福祉政策課長 御指摘の点は重々

理解をします。未来永劫にわたって、そこを

どう担保していくかという御質問だろうと思

いますが、今回、やはり49％で、最大株主が

49％で過半数を超えなくていいというふう

な、超えないという提案について、明治のほ

うが一応御了解いただいて、そのスキームで

合意いただいた。これが一番、鎌田委員の議

会答弁でもお答えしましたけれども、これが

一番大きな担保だと私は思っております。そ

ういう理由の中で、やはり将来的にどうやっ

ていくか。それは、県も２％を出資しており

ますので、扇のかなめとして、株主総会の中

で、いわゆるおっしゃるように、雇用の問

題、拠点の問題、研究者の問題、これがどう

動いていくかというのは、地元の企業連合の

ほうとも話をしながら、今回のスキームの、

先ほど申しましたように、雇用、人材、拠点

が守れるように、しっかりと私たちは扇のか

なめとして、今後見きわめていこうと思って

おります。出資して終わりということではな

くて、この新会社が大きく羽ばたいてしっか

り熊本に根を生やしていただくということを

見きわめながら、そういう意味で出資をさせ

ていただいたということで御理解いただけれ

ばと思います。 

 

○髙島和男委員 私は、課長がおっしゃるの

は重々わかるんですけれども、最大限の努力

義務というのが記載してあるということは、

後々、これは杞憂に終わればいいんですけれ

ども、精いっぱいやりました、しかし、だめ

でしたというようなことを言われれば、我々

としては、それ以上のことは言われないとい

うこともございます。 

 御案内のように、きのうも、エーザイとア

メリカの製薬業界との提携が明らかになった

わけでありますので、今製薬業界でも、釈迦

に説法ですけれども、もう本当に早いスピー

ドで国際的な提携、買収が進んでいると。そ

ういう中で、私は、やはり松尾社長の未来永

劫ではないといった発言が、若干何か暗示し

ているような気がしてならないんですね。 

 そしてまた、今課長がおっしゃった出資比

率の問題でございますけれども、新会社のト

ップと取締役の過半数は、これはもう明治側

が出すということになっております。という

ことであれば、取締役会と県と地元企業のグ

ループが過半数を占める株主とでは、ねじれ

といいますか、ひずみというか、そういった

ものも生じることになりはせぬかと。今後、

両者の利害が相反する、反目するような局面

というのも十分考えられるんじゃないかと思

いますが、その点はいかがでしょうか。 

 

○野尾健康福祉政策課長 おっしゃるよう

に、今報道によりますと、取締役の過半数は

明治のほうでやっていただいて、明治のガバ

ナンス、コンプライアンス体制の中で、しっ

かりとしたいわゆる会社の立て直しをやって

いただくというのが一つの流れになっており

ます。 

 また、御指摘のように、株主の議決権で

は、いわゆる地元企業と県のほうで51％いた

だいている。これはおっしゃるように相反す

るものかもしれません。しかし、考え方とし

ては、明治のいわゆる過半数を持った経営の

機動性と、いわゆる最終的な案件の議決をい

たします株主総会の過半数というところを相

まみえながらやっていくスキームだというこ
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とで御理解いただければと思うんですが。 

 以上でございます。 

 

○髙島和男委員 私も、今先ほど申し上げた

ように、いろんなことが杞憂に終わればいい

と思いますし、この新会社が軌道に乗ってい

くことを望みたいと思いますけれども、万一

やっぱり明治が方針変更するということにな

ったら、先ほど申し上げたような事態も容易

に考えられるんじゃないかと思いますし、そ

のときこそ、先ほど来おっしゃっているよう

な扇のかなめとしての県の真価が私は問われ

るんじゃないかなと思います。 

 最後、もう１点だけなんですけれども、譲

渡後の化血研についてお尋ねをしたいと思い

ます。 

 化血研は、新会社の経営には関与すること

はないと、一般財団法人のままで存続するそ

うでありますが、公益目的財産額の残額が約

500億円、そして今回の設立の対価として支

払われるのが約500億円、合わせて1,000億円

近い財が残ることになるわけですが、化血研

は、その資産を、今後、奨学金の寄附事業、

研究機関への支援事業などを計画していると

いうことであります。1,000億円の中には、

今回対価として支払われる、当然４億円も含

まれるわけでありますけれども、今後の化血

研の事業あるいは資産運用について、県はど

うかかわっていくのか、お尋ねをしたいと思

います。 

 

○渡辺政策審議監 化血研の財団としての今

後につきまして、先ほど委員がおっしゃった

ような、これまでの営利事業を除いた部分に

ついて取り組んでいくというふうな方針を伺

っております。その内容につきましては、本

県の公衆衛生なり、いろんな面で御貢献いた

だく部分もかなり大きいかと思いますので、

いろいろ御相談させていただく部分があれ

ば、関与していきたいと思っております。 

 

○髙島和男委員 相談もしていくということ

でありますけれども、今回、私はずっと一連

のこの化血研の問題を聞いておりまして、見

ておりまして、報道がやっぱり先行した感が

あると思うんです。こうしたやっぱり問題と

いうか事柄の性質上、公にするタイミングも

なかなか難しかったというのは、私も重々承

知をしておりますけれども、こうして予算を

計上して公金を投入する以上は、きちんとし

た丁寧なやっぱり責任がある、これも必要だ

ということは12月の議会でも申し上げたとお

りでございますし、今回の設立の経緯からも

何度もおっしゃっていらっしゃるように、扇

のかなめとして、しっかりとやっぱり私は、

今後、県は、化血研そして並びに新会社につ

いてはかかわっていただきたいと思います

し、私も注視してまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 これにつきましては、最

大限の努力を含めて、今いろんな角度から危

惧する声が出たものですから、それをしっか

りと先方のほうにお話ししていただいて、そ

して杞憂が杞憂に終わるように期待しており

ますので、ぜひ、先方のほうには、きょうの

この意見をしっかりと伝えていただきたいと

いうふうに思います。 

 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 37ページ、子ども未来課の

児童扶助費ですね。 

 先ほど、幼稚園からこども園に移るところ

がふえてきたので、前年度よりも予算がふえ

たというような説明だったと思いますけれど

も、県内で、保育所から認定こども園に移る

ところの割合と幼稚園から認定こども園に移

るところの割合を教えていただきたいのと、

もう一つは、これ市町村によって、移るとこ

ろが多くなれば多くなるほど、市町村の負担
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がふえてくるという状況になりますよね。そ

ういうことで、市町村で、どういう相談、要

望が今県に上がっているのか、そこをあわせ

て教えていただきたい。 

 

○吉田子ども未来課長 まず、認定こども園

への移行の状況でございますけれども、新制

度が始まった27年度から29年度の４月１日ま

での状況で申しますと、認定こども園が、そ

の時点で110カ所ありました。そのうち、保

育園からが54カ所ぐらい、あと幼稚園からが

54カ所ぐらいで、新制度が１～２カ所だった

と思いまして、ほぼ同様の状況で今移行にな

っています。 

 来年度に関しては、先ほど説明しましたよ

うに、幼稚園からの認定こども園の移行のほ

うが10カ所程度ございます。そういう状況で

す。 

 それと、予算への影響ということでのお尋

ねだと思いますけれども、給付単価上の問題

で申しますと、保育園も、認定こども園も、

給付単価の考え方としては、認定こども園の

ほうは、何か包括的な単価です。保育園のほ

うは、それぞれ基本的な単価に、新任保育士

さんを雇った場合の単価の上乗せとか、事務

職員雇い上げを入れたら加えるとか、そうい

う何か加算的な単価がいっぱいありまして、

その辺の基本的な単価だけを見ると、認定こ

ども園が高い状況なんですけれども、同じよ

うな、保育園における加算単価を加えたとこ

ろでいいますと、余り変わらないような状況

で制度設計されてます。だから、そういう状

況でして、何か認定こども園への移行が進む

から、極端に市町村財政への影響が過大にな

るとか、そういうことはないと思いますし、

通常、交付税措置もなされておりますので、

そういう状況でございます。 

 

○溝口幸治委員 今の後半の説明は、保育園

が移るか移らないかというときに、結果的に

は余り変わらないと。それはわかるんですけ

れども、幼稚園から移ってくる場合は、結構

違うんじゃないかなと思って。だから、幼稚

園がたくさん移ってくる──今幼稚園の流れ

的には皆さん移ってますよね。今後も加速す

る可能性が高いので、そうなってくると、市

町村の負担はふえるのではないかというふう

な話を市町村からも少し聞いてますが、そう

いう認識で間違えてますか。保育所の件はわ

かります。 

 

○吉田子ども未来課長 子ども未来課です。 

 幼稚園からであれば、幼稚園はそもそも給

付施設ではありませんでしたから、幼稚園か

ら認定こども園なりに移行すれば、当然、そ

こはもう給付費としての負担はふえてくると

思います。だから、地域によってはそういう

ところが結構ありますので、そういう御意見

は承知しておりますし、そういう場合には、

あとは幼稚園から認定こども園に移行するに

際して、どういう手続で認可がなっているか

といいますと、最初、そういうことをしたい

と言ったところの施設から、市町村経由で県

のほうに上げてもらうようにしています。そ

の段階で市町村の状況は知りますし、最終的

に、県のほうも、認可行為を行う前には、市

町村の財政事情であるとか、市町村への子供

のニーズの状況ですね、その辺の状況もあり

ますので、市町村のほうに意見を求めてま

す。そういうことで認可は進めております。

そういう状況にあります。 

 

○溝口幸治委員 移りたいというところをと

めることはできませんので、どんどんどんど

ん移ってくると思うんですけれども、結果的

に、それが市町村の大きな負担になったりは

しないのかということをちょっと心配してい

るのですが、そういう可能性はない。 

 

○吉田子ども未来課長 子ども未来課ですけ
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れども、保育園にしても、認定こども園にし

ても、交付税措置はなされておりますので、

同じようにですね。極端に何か一般財源の影

響が大きいとかいう話はないとは思うんです

が、その辺はちょっと研究したいと思いま

す。 

 

○溝口幸治委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 国保の広域化の問題でお尋

ねしたいんですけれども、議案でいくと67ペ

ージ。それから、条例も出ておりますけれど

も、県の算定を受けて、市町村議会では、こ

の３月議会で保険料が提案されていると思い

ますが、実際、被保険者の一番の関心事は、

自分の保険料が上がるのか上がらないのかと

いうことだと思うんですね。そういう点で、

今市町村が、実際の保険料について提示して

きていると思うんですが、その傾向をどうい

うふうにごらんになっていらっしゃるかとい

うことをまずお尋ねしたいんですけれども。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 平成30年度の

市町村における実際の保険料の傾向について

という御質問かと思いますが、２月末の時点

で、ちょっと市町村のほうにお尋ねをしてお

ります。保険料を実際上げる市町村が、その

時点では８と、下げるところが11、変更しな

いのが24、検討中が２というふうに聞いてお

ります。 

 保険料を引き上げられる８市町村におかれ

ましても、現状で、法定外繰り入れまたは繰

り上げ充用を行っている前は、引き続き法定

外繰り入れ等を行って、被保険者の負担を軽

減する予定ということでございます。 

 本算定では、１人当たりの保険料は33市町

村で上がるということで算定結果を出してお

りましたが、その33市町村の中で見た場合

も、市町村が持ってらっしゃる基金とか繰越

金を活用することで、実際は24市町村が保険

料を上げることを見送っておられるというよ

うな状況でございます。 

 以上です。 

 

○山本伸裕委員 やはり市町村の実態からす

れば、なかなか、これ以上上げると、やっぱ

り被保険者の負担に耐えられないんじゃない

かという実情があるんじゃないかなというふ

うに思います。 

 それで、激変緩和措置なんですけれども、

これは、県は６年というようなことになって

いるかと思うんですけれども、つまり６年で

少しずつ上げていくというようなことではな

いかと思うんですが、これ都道府県では、例

えば福島県が８年だとか、あるいは、長野県

では、やっぱり市町村によって実情が違うの

で、そこは一律には決めないとか、場合によ

っては10年とかいうような対応をしていると

ころもあるようですけれども、これは県の裁

量でできるんじゃないかと思うんですけれど

も、それは県の裁量でできるんでしょう。そ

れ確認したいんですけれども。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 激変緩和につ

きましては、今山本委員がおっしゃいました

ように、それぞれの県の状況が違いますの

で、何年するとかというのは、それぞれの県

で今後の状況を見ながら決めていくことにな

ると思います。 

 なお、本県につきましては、別に６年間し

かしないというふうに決めているわけではご

ざいませんで、激変緩和に使うための特例基

金が、一応６年間ということになっておりま

すので、それを目安としております。 

 本算定前の仮算定の時点でシミュレーショ

ンしましたところ、大体激変緩和が10年ぐら

い必要ではないかというような試算をしてお

ります。ただ、それも、今後の医療費の伸び
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ですとか、そういったことを見ながら、その

ときに合わせて、期間については考えていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○山本伸裕委員 わかりました。ぜひ、県全

体としてと同時に、市町村のそれぞれの個別

の状況なんかも見て、弾力的に判断していた

だければというふうに思います。 

 それから、もう１点、法定外繰り入れに関

してなんですけれども、これは、市町村が今

激変緩和してもなお、やはり上がるような傾

向があるということで、お話があったよう

に、何とか値上げを抑えるということで、法

定外繰り入れを継続するというようなところ

も出てきているわけですけれども、東京都

が、都として法定外繰り入れを行って、市町

村の負担を抑えようというような判断をされ

てるわけですね。こういったことも、ぜひ熊

本県として検討いただけないかというふうに

思うんですけれども、いかがでしょう。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 東京都につき

ましては、東京都の一般会計から特別会計に

繰り入れをして、使われる先としては激変緩

和に使われるというふうに聞いておりまし

て、もともと激変緩和につきましては、国の

ほうから手厚い公費の拡充をいただいており

まして、本県におきましては、その公費の拡

充分で激変緩和ができてる状況でございます

ので、現在のところ、一般会計からの繰り入

れは考えてはおりません。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 国の激変緩和や繰り入れを

しても、なお８市町村が上がるというような

お話もありましたし、また、実際、何とか上

げずに頑張ろうというような市町村も、かな

りやっぱり厳しい実情の中で頑張っていると

いうふうに思うんですよね。そういう点で

は、東京都、確かに限定的な対応ではあるか

と思うんですけれども、そういう措置も含め

て、御検討は県としてぜひお願いしたいとこ

ろだなというふうに思っております。 

 そして、最後に、国保の問題で確認したい

んですけれども、保険料の決定は、あくまで

も市町村で、そして、法定外繰り入れするか

どうか、そういった判断も、市町村が、引き

続き今後も、それは市町村の自治権というよ

うなことで保障されるというようなことでよ

ろしいでしょうか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 今御発言のと

おり、県でお示しするのは、あくまでも標準

保険料率でございますので、それをもとに市

町村のほうで実際の保険料は決めていただく

ということになります。 

 また、法定外繰り入れにつきましては、国

のほうからは、法定外繰り入れは、できるだ

けしないようにといいますか、そういったよ

うな方向性は、最初から出ておりますけれど

も、最終的にされるかされないかを判断され

るのも市町村ということになります。 

 以上です。 

 

○山本伸裕委員 はい、わかりました。 

 それから、もう１点よろしいでしょうか。 

 議案第79号の条例制定についてなんですけ

れども、介護医療院ですね。 

 今回、介護の法改正で介護療養病床の廃止

というようなことになっているわけですけれ

ども、今現在、県内の介護療養病床というの

は、どれぐらいあるのかということを教えて

いただきたいと思います。 

 

○谷口高齢者支援課長 介護医療院の条例に

関してのお尋ねをいただきました。 

 現在、県内におきましては、介護療養病

床、これは1,426床ございます。 

 以上でございます。 
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○山本伸裕委員 これは、これから減らして

いく、廃止に向かっていくというようなこと

になるわけでしょうか。それ、県として誘導

していくような何か対応策みたいなものはあ

るんでしょうか。 

 

○谷口高齢者支援課長 介護療養病床につき

ましては、平成18年に医療保険制度改革が行

われまして、その後、介護療養病床について

は、もう廃止するという方向が出されて、そ

れから老人保健施設等へ順次転換が促進され

てきたところでございますが、その期限が平

成29年度末ということになっておりましたけ

れども、なかなか、今申し上げましたように

1,426床残っております。 

 この転換をさらに促進していくために、ま

た、この介護療養病床の廃止期限というの

が、今回さらに６年延長されまして、その間

に、既存の介護療養病床が、その介護医療院

に転換をしていくか、あるいは老人保健施設

等へ転換をしていくか、今国の政策として

は、そういった方向で進められておるところ

でございます。 

 

○山本伸裕委員 その介護医療院に移行する

というような方向だったとして、例えば人員

の配置であるとか、病床削減であるとか、そ

ういったことが、そういう方向で進めていか

ざるを得ないようなことにはならないんです

か。 

 

○谷口高齢者支援課長 こちらの介護療養病

床の転換に関しましては、特に、人員の削減

とか、病床の削減とか、そういったことには

つながっていかないのかなというふうに考え

ておるところでございます。 

 

○山本伸裕委員 わかりました。国の廃止す

るというような方向性がなかなか期限どおり

に進まないというのは、やはり在宅でとか地

域でとかいうような状況がある一方で、なか

なか、やっぱり施設の受け皿が必要だという

実情があるということだと思うんですよ。そ

ういった意味では、人員の確保であるとか、

必要な病床数の確保であるとか、そういった

ことは、制度が変わってもしっかり県として

見ていっていただきたいなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 46ページですけれども、子ど

もの貧困対策推進事業ということで、新規事

業で出されておりまして、これは質問でも申

し上げましたけれども、実際、連携会議のほ

うは、大体いろんな団体が入ってきてつくる

ということで理解はできますが、あと、市町

村が行う事業に対しての経費を助成するとい

うお話でございましたが、市町村がどういっ

た事業をやることを想定して、どのくらいの

助成をやっていこうと今のところ想定されて

いるのか教えてください。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 今回、子どもの

生活実態調査をいたしまして、県全体の調査

結果を出したところでございます。市町村ご

との細かいデータも出しておりまして、市町

村に対しましては、そのデータを提供したい

というふうに考えております。市町村により

ましては、例えば子ども食堂でありますと

か、いろいろな子供、それから、ひとり親世

帯に対する支援について取り組んでいらっし

ゃるところもありますので、より地域の実情

に応じた形での支援ができるかというふうに

思っております。 

 県といたしましては、学習支援教室を今ま

で取り組んでおりまして、県下114教室ござ

います。子供の食堂、それから学習支援教
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室、いろいろな形の支援の団体等が連携しな

がら、具体的な取り組みを進めていただけれ

ばというふうに考えているところです。ま

た、この市町村の事業につきましては、約50

万円相当の市町村補助金掛ける３というふう

に、３市町村というふうに予算化をしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 さまざまな取り組みで市町村

に助成ということで、それは理解しますけれ

ども、これが175万円で連携会議もやって市

町村事業をやるということで、今お話あった

150万円掛け３は、どこから出てくるんです

か。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 予算全体で175

万円です。25万円については、県の直接の事

業と思っておりまして、関係機関のネットワ

ークが必要と思っております子ども食堂、そ

れからフードバンク、母子寡婦福祉連合会

等、支援する団体、市町村とのネットワーク

をつなげたいと思っております、その関係会

議、それから啓発事業等をやりたいと思って

おります。残りの150万円につきましては、

50万円の掛ける３市町村の助成というふうに

考えております。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 これは議場でも申し上げまし

たけれども、非常に、全体額が少ない。初年

度だから少ないのかわかりませんけれども。

あと、それぞれの市町村が、いろいろなこと

をやっぱりやってきたら、そして、今話あっ

たように、これから市町村ごとの細かい実態

調査のデータが示されて、いろんなことをや

っぱり考えてこられると思うし、このネット

ワークの会議の中でもいろんな意見も出てく

ると思うんですよ。 

 そういった中で、50万円で非常に不足する

んじゃないかということと、やっぱりなぜ３

市町村しか基準にされていないのかというこ

となんですけれども、ちょっとその辺の、少

ないなということはお感じになられました

か。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 今年度、子供の

食堂等を実施される皆様方とシンポジウム等

を実施したりということで、いろいろな情報

をお伺いいたしました。皆さん方からの御意

見の中には、やはり困っていらっしゃる子供

たちがどこにいるのか、どのような支援をす

べきなのかということで、非常に情報が乏し

いというお話がありました。この情報の連携

というところにおいては、県で実施したいと

思っている事業でございます。それは、先ほ

ど申し上げました子供の食堂、それからフー

ドバンク、食材を提供する団体等の連携が必

要だというふうに思っております。 

 また、実際に困ったお子さんがいらっしゃ

るときに、安定的に支援を提供していくため

には、市町村との連携が必要だというふうに

思っておりまして、市町村の事業を実施して

いただきたいというふうに思っているところ

でございます。 

 こちらの事業について、３市町村と申し上

げましたのは、既に、県におきましては、先

ほど申し上げました学習支援教室を県内114

カ所、これは、全国的に見ても、著しく多い

全国１位の実績でございまして、学習支援教

室、ひとり親世帯に対する教育支援を十分に

しているところでございます。そのような支

援と、子ども食堂、その他の団体との連携を

つなげていきたいというふうに、まずは考え

ているところでございます。 

 

○鎌田聡委員 やっと今年度、実態調査もし

ていただいて、状況がやっぱり見えてきたと

思いますから、これからの取り組みだろうと

思っておりますので、ぜひ連携会議の中で、
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またさまざまな意見も出てくるでありましょ

うし、いろんな支援策も求められてくるだろ

うと思いますから、ぜひ次年度以降、また、

今年度もなかなかこれじゃ厳しいんじゃない

かなと思っておりますけれども、ぜひしっか

りとした取り組みをした上で、また、できる

だけ多くのたくさんの支援ができて、子供の

貧困というのが解消されていくような取り組

みにつなげていただきますようにお願いしと

きます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○楠本千秋委員 ４点ほど補足説明をしてい

ただきたいと思いますけれども、まず、13ペ

ージの環境整備で、県がうたっています殺処

分ゼロの流れの中で、昨年施設を見学させて

いただきました。管理されている施設、動物

もですけれども、人も大変な状況を見させて

いただきました。その辺の改善なのかな、こ

こに、１の(2)と２の(1)もなんですね。動物

愛護センターの維持管理費だったり、センタ

ーにおける犬、猫の引き取り云々とあります

けれども、その辺のちょっとプラスされた補

足状況を説明していただければと。 

 

○厚地健康危機管理課長 １の(2)の動物愛

護管理事業につきましては、１億4,700万円

余をお願いしておりますけれども、これは、

従来から、動物管理センター時代から、弘済

会に委託をしておりました。そういう動物を

捕獲するような方々の人件費、そういったも

のがメーンでございまして、4,700万円程度

の増額ございますが、これは、この間の６月

補正でお願いしておりました、民間収容施設

を利用いたしました、多くなった動物を飼養

していただく、そういったものがメーンでご

ざいます。 

 それと、次のページの(2)の動物愛護推進

事業、こちらは2,900万円ほどでございます

が、これは、先日御審議いただきました第３

次熊本県動物愛護推進計画、それにのっとっ

た事業でございまして、入り口対策、出口対

策というのが非常に重要になってまいります

ので、入り口対策のための啓発でありますと

か、ホームページの拡充、あるいは出口を推

進するための民間の愛護団体の譲渡活動を推

進する事業、こういったものが主になってお

りまして、2,900万円ほどをお願いしておる

ところでございます。 

 

○楠本千秋委員 わかりました。 

 それと、捕獲、野良犬というんですかね、

それと飼い犬と、その辺のことをちょっとこ

の前お話しさせていただいた件で、どの辺ま

で飼い主の責任というんですかね。あと、捕

獲できるのは、どういう状況でできるのかと

か、ちょっとその辺を説明していただけれ

ば。 

 

○厚地健康危機管理課長 基本的に、ペット

を飼っていただく方には、この３次計画にも

書いてございますけれども、適正飼養と終生

飼養という義務がございます。ですので、一

旦飼ったからには、周辺の方に迷惑をかけな

い、あるいは最後まできちんと飼っていただ

く、こういった責務があるというふうに考え

ておりまして、そこの啓発が必要だと思って

おりまして、そのための予算を今回お願いし

ております。基本的には、一旦飼っていただ

いた方には最後まで適切に飼っていただく、

これが原則というふうに考えております。 

 

○楠本千秋委員 それができないのが、今セ

ンターのほうに来ているということでしょう

か。 

 

○厚地健康危機管理課長 できない、あるい

は迷子になったもの、あるいは残念ながら遺

棄された動物、そういったものが、保健所、



第８回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成30年３月12日) 

 - 30 - 

愛護センターのほうに来ておるということで

ございます。 

 

○楠本千秋委員 はい、ありがとうございま

した。 

 次は、20ページの老人福祉施設費で、２番

の地域密着型特別養護老人ホームの予算減だ

というお話をされてますけれども、この県下

の状況では、特別、地域密着型が減少するよ

うな状況にあるということなんでしょうか。 

 

○谷口高齢者支援課長 お尋ねのこの介護基

盤緊急整備等事業につきましては、市町村等

が、地域密着特別養護老人ホームであります

とか、認知症・高齢者グループホーム、ある

いは小規模多機能型居宅介護支援事業所と

か、そういった事業に対して補助をする仕組

みでございまして、それに対して、県が市町

村に対して補助をするということでございま

す。 

 現在、これは、いわゆる地域密着型サービ

スと言われているものですが、かなり県もこ

れまで計画的に介護基盤の整備を進めてきた

という経緯もございまして、施設のほうがか

なり充足している状況にあるのではないかと

いうふうに考えております。 

 それと、あわせまして、現在、介護保険事

業支援計画の策定、次期計画をつくっており

ますが、これは３年間の計画でございます

が、来年度につきましては、30年度から32年

度までの３カ年の初年度ということで、初年

度につきましては、市町村のほうが事業者の

選定手続等を主に進めるということで、そう

いったこともございまして、来年度につきま

しては少し事業量が落ちていると、そういっ

た状況もございます。 

 以上でございます。 

 

○楠本千秋委員 ありがとうございました。 

 申しわけありません、次の31ページの社会

福祉課で、中国残留邦人の項目が出ておりま

すけれども、ちょっとこの辺のことを御説明

していただければ。 

 

○島川社会福祉課長 中国残留邦人の方につ

きましては、中国から引揚者で日本に帰って

こられたということで、基本的には、生活保

護制度は日本人に対してする制度ということ

で、それと似たような性格で、生活支援給付

と、それと住宅給付、医療給付、似たような

仕組みでなっております。そういう方に対し

て支援給付を行っている仕組みでございま

す。 

 

○楠本千秋委員 対象者数というか、状況

は。 

 

○島川社会福祉課長 今熊本県は郡部を対象

としておりまして、５世帯の８名です。 

 

○楠本千秋委員 最後に。今パラリンピック

をテレビでやっておりますけれども、今回の

予算に東京パラリンピックに向けた選手育成

の経費が組んでありますけれども、その辺の

状況、2020年に本県から東京パラリンピック

に出る選手の状況というんですかね、県民が

テレビの前で応援できるようなことがあるの

か、その辺の状況を教えていただければと思

いますけれども。 

 

○田代国広委員長 何ページになるんです

か。 

 

○楠本千秋委員 済みません、53ページで

す。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 パラリンピックの選手の育成について、障

がい者支援課で担当しておりまして、本年度
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も13名の選手を育成強化選手ということで指

定いたしまして、合宿や遠征費の補助を行っ

たり、医科学的なサポートチームによって相

談体制を構築したりといった事業を実施して

おります。 

 本年度、最終的には８名程度の方を東京パ

ラリンピックに参加する熊本関連の選手とい

うことで考えておりまして、13名から来年度

は11名程度に絞り込みを行って、さらに充実

した支援を行うことで、最終的な東京パラリ

ンピックに出場する選手というのを育ててい

きたいというふうに考えております。 

 

○楠本千秋委員 まだ２年ある、２年しかな

いという状況もあるんですけれども、その可

能性というんですかね、言いにくいと思いま

すけれども、どんな状況なんでしょうか。 

 

○奥山障がい者支援課長 例えば、現在13名

指定している中には、指定ランクを幾つかに

分けております。Ｓランク、Ａランク、Ｂラ

ンク、育成選手という４ランクに分けており

まして、前回パラリンピックに出場した選手

ですとか、非常に可能性の高い選手は、Ｓラ

ンクということで１名指定しております。ま

た、その次につながるものとして、Ａランク

が３名、Ｂランクが、その下ですが、４名、

育成が５名ということになっております。こ

れが、今後また国内大会ですとかで実績を上

げられた場合は徐々にランクを上げていっ

て、最終的に強化選手の指定を高めていきた

いと思っておるんですけれども、今のとこ

ろ、それぞれのランク別は以上のとおりとな

っております。 

 

○楠本千秋委員 ありがとうございました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 11ページの予防接種対策

費、健康危機管理課にちょっとお尋ねなんで

すけれども、予防接種の救済給付金を今出さ

れておりますけれども、予防接種における健

康被害に関して、熊本県でどの程度いらっし

ゃるのか。いらっしゃれば、その予防接種は

何だったのか等がわかれば教えてもらえます

か。 

 

○厚地健康危機管理課長 予防接種の給付金

でございますけれども、現在、受給されてら

っしゃる方は15名いらっしゃいます。済みま

せん、その内訳につきましては、ちょっと今

手元にございませんので、後ほど……。 

 

○藤川隆夫委員 それは、また後でいただけ

れば。 

 

○厚地健康危機管理課長 済みません。 

 

○藤川隆夫委員 この県負担分というのは、

人口比で割っているのか、それとも全都道府

県一律なのか、どういう形になっているのか

をちょっと教えてください。 

 

○厚地健康危機管理課長 給付の内容につき

ましては、死亡一時金が4,340万円、障害年

金１級が年額495万円、２級が396万円、３級

が297万円等と、こういった基準がございま

して、それぞれ給付金の負担割合というのが

ございます。国が２分の１、県が４分の１、

市町村４分の１、こういったことで計算して

計上させていただいているということでござ

います。 

 

○藤川隆夫委員 健康被害が余り表に出てく

ると、実は予防接種の接種率が下がってしま

うという相反した部分が出てくると思いま

す。予防接種自体は、個人の健康はもとよ

り、全体の利益のために予防接種をするわけ

なので、予防接種の接種率自体は余り落ちな
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いように、特に頸がんワクチンなんかは恐ら

く現状で落ちていると思うんですけれども、

それを再度また引き上げる必要もあるだろう

と思いますので、この健康被害は当然見なが

らいかなきゃいけないんですけれども、ワク

チン接種という公共のものに関しては、やは

りもうちょっと宣伝をしていただくという

か、安全性を含めて周知していただいて、接

種率がやっぱり上がるようにもっていってい

ただければと思っております。よろしくお願

いします。 

 

○厚地健康危機管理課長 はい、わかりまし

た。 

 

○田代国広委員長 要望ですね。 

 

○藤川隆夫委員 はい。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 71ページの健康づくり推進

課。 

 歯科保健推進事業の件ですが、本会議でも

今回質問が出て議論がありました。フッ化物

洗口について、学校任せになっているという

ような発言も出たわけですけれども、そもそ

も学校任せにするということは、それは避け

ようということで制度設計をしてきたと思い

ますが、県内は、どういう状況なのか。学校

任せにしているというところが多数あるの

か。学校任せという表現が、ちょっと私も、

まさかそういうことならばゆゆしき事態だな

というふうに感じたので、県内の状況をちょ

っと説明していただければ。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 御質問がありました学校での実施方法につ

きまして、昨年調査をしておりまして、実際

には、市町村の保健部局または教育委員会、

それと学校が連携しているところ、それから

全体を市町村教育委員会だけでやっていると

ころ、学校がほぼやっているところ、それぞ

れ３割ずつぐらいございます。 

 県といたしましては、教育委員会ととも

に、地域の実情に応じて、それぞれ負担にな

らないような形で進めてほしいということを

申し上げて進めております。 

 心配されております、学校に過度の負担が

来ないように、再度、体育保健課と一緒に実

態を調べまして、そういった特に一部の学校

なり、あるいは逆に保健部局なりだけに負担

が行かないような形で、円滑に進むように進

めてまいりたいと思っております。 

 

○溝口幸治委員 これ、そもそも超党派で条

例を議員提案でつくってやったわけですね。

当時、民県クラブの平野先生とかにも御出席

をいただいて、特に保健師、養護の先生に過

度な負担が行くことは避けなければならな

い。それはもう超党派で合意をして、学校現

場が、健康というキーワードがつくと、は

い、健康だから養護の先生にというような、

当時、そういう傾向があって、とても今負担

があるんだというようなお話があったので、

それは避けましょうと、養護教諭だけにそう

いうことが行くことがないようにということ

で制度設計をやってきて、健康部局と教育部

局がしっかり連携をしてやっていこうと、そ

こに保護者もかかわっていこうということで

制度設計しましたので、ぜひもう一回原点に

立ち返っていただいて、ひょっとしたら移行

する中で、もうそのことを忘れて、大体学校

でやるんだから学校がやるんでしょうみたい

な働きかけがあってるのかもしれませんの

で、もう一回そこを点検していただいて、原

点に返っていただきたい。 

 私が調査した町村では、もう実際、いやい

や、もう学校でやっているんだから、例えば
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保健部局の部長の名前が上に来るよりも、教

育部局の部長のほうが上に来るのが当然でし

ょうみたいな、行政にありがちなそういうこ

とになっていって、いわゆるスタートがわか

ってないという、スタートはもう忘れてしま

ったというところがあるようなので、これ

は、やっぱりしっかり健康づくり推進課が、

もう一回そこの原点を説明していただきたい

というふうに思います。 

 加えて、そもそも条例は、フッ化物洗口す

るためだけじゃなくて、もう御承知のとお

り、歯と口腔のケアをしっかりやることが健

康状態を保つと。そのことによって医療費の

抑制とかさまざまな効果があるという大きな

目標があってスタートしているので、そこを

含めて現場にしっかり落とし込んでいってく

ださい。うがいをするかせぬかだけという話

ではないので、ぜひそれをお願いしたいとい

うふうに思います。 

 

○鎌田聡委員 関連になりますけれども、今

溝口委員が言われたように、原点はそこだろ

うと思ってますし、３割ぐらいが学校任せに

なっているという話が今出ましたので、しっ

かりともう一回調査もしていただきたいと思

いますし、あわせて、そのときの議論でも申

し上げてきたと思いますけれども、やはりフ

ッ化物洗口に対する保護者の意識とかそうい

った思いもそれぞれあるだろうから、やっぱ

り強制にならないようにやるべきだという話

も多分させていただいたと思いますので、そ

このところも、再度の調査とあわせて、もう

一回原点に戻っていただいて、しっかりと指

導をしていただくようにお願いしたいと思い

ます。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 委員の御意見を

踏まえまして、今後、事業の開始当初の理念

を踏まえまして、そのあたりを現場に浸透さ

せていきたいと思っております。 

 

○鎌田聡委員 よろしくお願いします。 

 

○田代国広委員長 ほかに。 

 

○山本伸裕委員 今のお二方の委員の意見に

全体としては賛成なんですけれども、ただ、

今お話があったように、やっぱり実際の現場

の過重負担の問題と、それから保護者の方々

の健康被害の心配の声があるのも実際は聞い

てるので、実際、それを私は科学的にどうだ

と言えるような根拠は持ち合わせておりませ

んけれども、ただ、先ほどの議案第102号

で、30ページに、フッ化物洗口の実施につい

て、平成35年の目標100％というようなこと

が書いてあるんですね。100％というと、も

う例外なく実施というようなことで心配をす

るんですけれども、そこは、何というか実情

なり、実際、保護者なりしっかり説明をして

いきながら、納得、合意を得ながらというよ

うなところが大事だと思うんですけれども、

その点はいかがですか。この100％というの

は、対児童で100％なのか、学校実施率で100

％なのか。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 100％というの

は、学校の実施率で100％でございまして、

今現在、熊本市を除く小学校、中学校は100

％になっております。それから、お一人お一

人の保護者の方のお考えもありますので、強

制はしておりません。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 いいですか。ほかにあり

ませんか。 

 

○溝口幸治委員 77ページの薬務衛生課の住

宅宿泊事業適正運営確保事業、これいわゆる

民泊の話ですよね。 

 民泊については、ちょっとショッキングな
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事件等もあって非常に心配をされています。

一方、これを機会にしっかり活用していきた

いという動きもあって、本県にとってはどち

らの意見もあるわけですけれども、この業務

をスタートするに当たって、いわゆる闇でや

るというところが消えるわけですよね、届け

出をしっかりするので。そうしていくと、熊

本県内でどれぐらいの民泊をやろうと今思っ

てらっしゃる人たちがいるのかというのが推

定、想定できるのかということが１点と、も

う一つは、私はずっと言ってますけれども、

薬務衛生課でこの事業をやるとなると、本

来、薬務衛生課って、今までの事業とは全然

違うので、検査に出かけていったりとかお客

さんを迎えたりというので、結構薬務衛生課

の今までの仕事量よりもふえると思うので、

その辺の４月以降の体制をどう考えてらっし

ゃるのか、２点お聞かせをいただければ。 

 

○大川薬務衛生課長 御質問の件数の予測に

ついては、大変厳しいというか、難しい予測

をしなければならない状況でございました。

京都市の予測等を参考にいたしまして、予算

要求に当たりましては、県内で600件ぐらい

あるんじゃないだろうかというようなことで

予測をいたしまして、予算の組み立てをさせ

ていただいております。 

 それから、薬務衛生課の業務としては大変

つながりが薄いんじゃないかというようなお

話ですけれども、当初から旅館業法を当課で

担当をしておりまして、立入検査とかそうい

う技術も蓄えておりますので、現場を見るの

には当課の業務とのつながりがあっていいん

じゃないかというような判断のもとに業務が

うちにおりてきたというような状況です。 

 実際の立ち入りにつきましては、保健所の

力をかりるとかが必要になってまいります。

人員不足につきましては、臨時職員の増員、

それから職員の増員をちょっとお願いしてお

ります。 

 

○溝口幸治委員 じゃあ、もう職員がしっか

り増員できて、体制整備ができるということ

で理解をしたいと思いますが、やっぱりああ

いうショッキングな事件があったので、本県

ではそういうことがないようにしっかり努め

ていただきたいと思います。 

 もちろん、ビジネスチャンスと思ってやら

れる方もいらっしゃいますので、やっぱり安

全、安心をどう確保するかというのが、この

事業が、本当にいい事業になるのか、それと

も、やっぱり言われているような不安な事業

になるのかという別れ道になりますので、ぜ

ひしっかり対応していただきたいと思います

し、条例制定については、本県の場合、しば

らく様子を見てということですので、一応ス

タートをしてしっかり状況を見きわめた上

で、また条例については議論をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 57ページですね。 

 震災被災者への心のケアの運営事業と自殺

予防対策事業ということで、心のケアが

7,800万円余、自殺予防が2,900万円余計上さ

れておりまして、非常にこの取り組みはしっ

かりとやっていただきたいという思いでいる

んですけれども、一方で、具体的にどのよう

な取り組みをされているのかというのが、そ

の次のページの精神保健福祉センターの運営

費あたりが1,300万円ぐらいになってますの

で、かなりのやっぱり予算の額なんですよ。

多過ぎるということじゃなくて、しっかりや

っていただきたいとの思いなんですけれど

も、どのような取り組みをやってて、このよ

うな額が計上されているのかを教えてくださ

い。 
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○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

す。 

 被災者の心のケアに関する御質問ですが、

県では、中長期的な被災者支援に当たるため

に、平成28年10月にこころのケアセンターを

設置しております。 

 現在、人員としては12名体制で実施してお

りまして、被災者からの相談、そして仮設住

宅等を訪問しての相談支援などを実施してお

ります。あわせて、心と体に関する健康調査

を実施したり、周知啓発等も実施しておりま

す。 

 例えば、相談の対応実績では、昨年の12月

末までの段階で、約1,300件余りの御相談を

受けておりまして、電話が一番多くなってお

りますが、訪問しての相談というのも100件

以上ございます。 

 また、あわせて、この中長期的に支援して

いくという中では、こころのケアセンターが

直接対応する以外に、市町村の保健師ですと

か、関係機関、精神保健福祉センターも含

め、関係機関の支援能力を向上していくとい

う点も重要だと思っております。こころのケ

アセンターでは、そういった支援者に対する

支援というのもあわせて実施しておるところ

でございます。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 こころのケアセンターはわか

りました。その下の自殺予防対策推進事業

は。 

 

○奥山障がい者支援課長 失礼いたしまし

た。 

 自殺予防等対策推進事業につきましては、

今申し上げましたこころのケアセンターによ

る被災者の見守りのほかに、自殺予防に携わ

るゲートキーパーの育成なども、この事業の

中で実施しております。この熊本地震を踏ま

えた自殺予防等対策推進事業の中には、そう

いった県の自殺予防に関するさまざまな事業

が含まれている状況です。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 自殺予防というのは、被災者

に対して、精神保健福祉センターでも、たし

か自殺対策でやられていると思いましたけれ

ども、この額よりもかなりの額ですから、そ

ういったおそれが非常に被災者は高いんだろ

うなという理解はしておりますけれども、実

際、自殺された方って何名ぐらいいらっしゃ

る。震災でです。 

 

○野尾健康福祉政策課長 後ほど、震災関連

死のほうで説明いたしますが、こちらのほう

の後からお配りしたペーパーの中の４ページ

を見ていただくと、震災関連死と認定してお

りますのは16名というふうになっておりま

す。こちらのほうの「震災関連死の概況につ

いて」というペーパーがございまして、こち

らの４ページの死因別分類には、自殺は16名

という数字を計上しております。 

 

○鎌田聡委員 これは、いつまでの分です

か。 

 

○野尾健康福祉政策課長 昨年12月までで

す。後ほどまた詳しく説明します。 

 

○鎌田聡委員 自殺の原因等は、また後ほど

あると思いますけれども、いずれにしまして

も、やっぱり16名というかなり多い方々がみ

ずからの命を絶たれたということでのこれか

ら取り組みに対してのやつをやられると思い

ますが、ゲートキーパーというのは、どのく

らい育成して、どう対応していく。 

 

○奥山障がい者支援課長 ゲートキーパーに

ついては、平成28年度末までで1,088人が養
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成されております。各市町村、民生委員等も

含まれますけれども、地域で、そういった兆

候に気づいて支援を行っていくという方々で

ございます。 

 また、あわせて、自殺予防全般につきまし

ては、今年度、自殺対策推進計画を策定いた

しまして、さまざまな対象者に対するゲート

キーパーの養成、また、被災された方のアル

コール対策の推進、あるいは、子供、若者の

自殺対策の推進、また、市町村が自殺対策に

積極的に取り組むということで、市町村の自

殺対策計画策定が義務化されたことから、そ

ういった支援もしていきたいと考えておりま

す。この計画にのっとった総合的な対策をこ

れからも進めていきたいと思っております。 

 

○鎌田聡委員 ぜひしっかりと取り組みをし

ていただきたいと思います。震災から、やが

て２年が経過をして、どんどんやっぱり時が

たっていくに当たって、やっぱり頑張ってこ

れからやっていこうという人と、ずっと何か

取り残されているという思いを持つような人

がふえてくる可能性もありますので、そうい

った方々の命をしっかりと守っていく取り組

みにつなげていっていただけるように対応し

ていっていただきたいと思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第45号、第47号、第61号、第

65号、第78号から第88号まで、第102号、第

105号及び第106号について、一括して採決し

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あ

り） 

○田代国広委員長 一括採決に反対の議案は

どの議案ですか。 

 

○山本伸裕委員 第45号及び第61号について

は、挙手で採決をお願いします。 

 

○田代国広委員長 それでは、一括採決反対

の表明がありました議案第45号、議案第61号

について、挙手により採決いたします。 

 原案のとおり可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

   (賛成者挙手) 

○田代国広委員長 挙手多数と認めます。よ

って、議案第45号及び第61号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

 次に、残りの議案第47号外15件について採

決いたします。 

 原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第47号外15件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が３件あっており

ます。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 報告事項、(1)の①、平成29年度健康福祉

部計画策定・中間見直しについて御説明いた

します。 

 資料につきましては、こちらのほうの報告
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事項という横紙の資料をお願いします。 

 １ページを開いていただいて、お願いしま

す。 

 当事業につきましては、１月の閉会中に厚

生常任委員会を開催していただいて、計画等

の概要について御審議いただきました。 

 本日は、それ以降のパブリックコメントや

策定委員会等での御意見を踏まえて、修正を

行った点のみ簡潔に御説明申し上げたいと思

います。 

 資料は、こちらの縦の表をごらんくださ

い。 

 左から、計画名、パブコメの実施期間、意

見の数、主な意見、主な修正点、概要の修正

について記載しております。ページの一番下

に病院局の計画についても参考に記載してお

ります。 

 なお、今回は、この一覧表のほかに、修正

を行った計画概要に添付しておりますが、計

画報告については省略させていただいていま

す。 

 それでは、ポイントのみ説明いたします。 

 番号４の歯科保健医療計画につきまして

は、口腔がんに関する施策が記載されていな

いとの御意見がありましたので、口腔がん検

診に関する啓発等について、計画本文に追記

しました。 

 なお、休日の救急・夜間の診療体制に関す

る御意見につきましては、記載のとおり計画

本文の修正を行いました。 

 番号６の医療費の見通しに関する計画につ

きましては、がん検診とその精密検査につい

て、施策等を記載すべきとの御意見がありま

したので、がんの発症予防、早期発見対策の

推進について、計画本文に追記いたしまし

た。 

 番号８の高齢者福祉計画・介護保険事業支

援計画につきましては、パブコメ等で御意見

はありませんでしたが、市町村の介護保険事

業計画案から積み上げた介護サービス見込み

量や給付費、保険料の暫定値を追記しており

ます。 

 その他の計画につきましては、病院局の計

画も含めまして、一覧表のとおり対応させて

いただいております。 

 次に、②震災関連死の概況について御説明

差し上げます。先ほどお示ししました別とじ

の報告資料をお願いしたいと思います。 

 震災関連死につきましては、昨年９月26日

の厚生常任委員会で中間報告をさせていただ

きました。その際の資料は、こちらのほうの

９ページに掲載しております。 

 今回、その後、関係団体等との意見交換を

行い、概況を取りまとめまして、今回報告さ

せていただきます。 

 まず、１ページをお願いします。 

 １には、震災関連死の定義を記載しており

ます。 

 ２には、これまでの取り組みについて記載

しております。 

 市町村におきましては、これまで、震災関

連死を認定した事例がなかったため、県とし

ましては、(1)事務説明会の開催、(2)事務マ

ニュアルの策定、(3)認定基準の作成、(4)審

査会の合同開催等の市町村への支援を進めて

まいりました。 

 この１ページ目の１、２につきましては、

中間報告に記載がありませんでしたので、改

めて確認の意味で概況について示させていた

だきました。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３につきましては、震災関連死に関する調

査の実施の概要でございます。 

 ４に移りたいと思います。 

 ４につきましては、前回の中間報告では、

平成29年８月末で取りまとめを行っておりま

したが、今回は、29年12月末現在における集

計としております。件数では、８月末に比べ

て、12月末では８件増加し、189件が197件と

なっております。 
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 (1)、(2)、(3)、(4)のいろいろな概況でご

ざいますけれども、中間報告とほとんど変わ

っておりません。性別は、ほぼ半々です。既

往症の有無につきましては、何らかの既往症

があった方が９割です。死亡時の年代につき

ましては、70歳以上の方が153名で、いわゆ

る高齢者が全体の８割を占めております。 

 (4)発災から死亡までの期間は、ここに書

いておりますように、３カ月で亡くなられた

方が167名で、全体の８割を占めておりま

す。 

 次のページ、３ページをお願いしたいと思

います。 

 こちらのほうの(5)、(6)については、前回

の中間取りまとめでは、ちょっと精査が間に

合わず、公表しなかった項目でございます。 

 まず、原因別区分でございます。 

 この区分におきますと、やはり地震へのシ

ョック、余震への恐怖による肉体的・身体的

負担が100名と最も多い状態です。 

 次に、避難所等生活の肉体的・精神的負担

が74名、続いて、医療機関の機能停止等によ

る初期治療のおくれが43名となっておりま

す。 

 次に、(6)の死亡時の生活環境等区分別で

ございます。 

 これは、死亡したとき、どこにいらっしゃ

ったかという確認でございます。発災時から

やはり生活していらっしゃった自宅等が78名

と最も多く、全体の４割を占めております。

続いて、病院、入院中や入院後に亡くなられ

た方が、合わせまして71名となっておりま

す。 

 ４ページをお願いしたいと思います。 

 ４ページは、先ほど鎌田委員からも御質問

があった部分でございまして、死因別分類で

ございます。呼吸器系、循環器系、内因性、

自殺という順番になっております。呼吸器系

と循環器系を合わせまして111名で、全体の

６割を占めております。この数値につきまし

ては、中間報告から大きな数字の変動はござ

いません。 

 今回、今後の災害に向けてということで、

５に記しております。 

 今回、こういうふうな結果につきまして、

ここに書いておりますような、医師会、歯科

医師会、薬剤師会、看護協会、ＤＣＡＴ協定

締結団体、いわゆる老祉協でございますとか

老健協、療養病床連絡協議会等、関係福祉団

体と意見交換をさせていただきました。その

中で、各団体から出てきました意見について

御説明したいと思います。 

 まず、県の医師会でございます。 

 県の医師会の御意見といたしましては、ま

ず、下表に示しております。これは、過去の

災害と比べた、いわゆる最大避難者数と関連

死の比率でございます。 

 本県の場合は、最大避難者数約18万3,000

名に対して197名ですから、0.11％となって

おります。阪神だと0.29％、中越は0.05％、

東日本は0.73％ということになっておりま

す。ですから、こういうことを考えていけ

ば、これまでの災害を踏まえた急性期におけ

る医療救護活動が一定の成果を上げたと、医

師会から御意見をいただいております。 

 次に、５ページをお願いしたいと思いま

す。 

 ５ページには、歯科医師会からの御意見を

いただいております。歯科医師会も、避難所

で、口腔ケアにつきまして、歯科医師会、歯

科衛生士会と、誤嚥性肺炎の予防について一

定の成果があったこと、今後も発災時から早

期に支援できる体制を強化する必要があると

御意見をいただきました。 

 このように、医師会、歯科医師会とも、や

はり東日本の反省を踏まえて、早期に避難所

に入っていただいて、いろいろな医療救護活

動をしていただいたことで一定の成果を上げ

たというふうな御意見をいただいています。

薬剤師会、看護協会、ＤＣＡＴの協定締結団
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体からも、ここに書いておりますような意見

をいただいております。 

 (2)をお願いします。 

 今後に向けた取り組みの方向性を書かせて

おります。やはり関連死に至った原因といた

しましては、先ほど申しましたように、高齢

者等の要配慮者が、避難所などなれない環境

で長期間の避難生活を強いられたことによる

肉体的・精神的負担が大きいと考えられます

ので、やはり関係団体と意見交換した中で

も、被災者が安心して避難生活を送ることが

できる環境整備に取り組む必要があるという

ふうないろいろな御意見をいただいておりま

す。 

 それで、今回取りまとめた意見は、今から

説明する内容でございます。 

 まず、平時からの取り組みといたしまし

て、要配慮者をどう把握していくか。 

 ６ページをお願いします。 

 次に、避難所の環境整備をどう事前に考え

ておくか。 

 ウ、マニュアル等の活用による実質的な訓

練をどうしっかりやるか。 

 エ、関係機関と連携して、どう情報共有に

努めるかを、事前の段階でいろいろと考えて

おかないといけないということでございま

す。これにつきましては、県のほうでは、避

難所マニュアルでございますとか、福祉避難

所マニュアルを、市町村に再度、ことしにな

りましてお配りして、ここら辺の確認をお願

いしている段階でございます。 

 次に、発災時の取り組みでございます。 

 まず、アに記しておりますように、避難所

の運営・環境改善等が必要だろうと。 

 まず、先ほども話しましたように、情報の

共有、いかに避難所に入っていらっしゃる要

配慮者の方に、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、ＤＣＡ

Ｔへいろいろな情報を流してしっかりとした

支援をしていただくか。 

 次に、避難所の環境改善でございます。 

 これは、やはり避難所が長期化してきます

と、やはりプライバシーの確保でございます

とかが必要なので、パーティション、段ボー

ルベッド等の導入、ここに書いておりますよ

うな電化製品を入れていく必要があると。 

 そして、福祉避難スペース、福祉避難所の

有効活用をしっかりやっていかなきゃいけな

いという反省と、７ページに移りまして、保

健医療体制として、いろいろな衛生状況や食

事の保存状況をチェックしてやっていく。 

 そして、被災者の見守り。今回の地震で

は、地域支え合いセンターを設置いたしまし

て、仮設住宅の方をしっかり見守っていく体

制をつくりました。今後の災害においても、

市町村と連携しながら同じような仕組みを考

えていくべきだという話と、次に、先ほど御

質問がありました被災者の心のケアでござい

ます。これにつきましても、こころのケアセ

ンターを設置しておりますが、次の災害にお

いても、ここに書いておりますように、保健

医療チームと情報の共有、連携をして、ＤＰ

ＡＴによる避難所における被災者の心のケア

に取り組んでいく。 

 そして、エ、オに書いておりますのは、避

難所外避難者への対応、災害ボランティアの

連携というふうに書いております。 

 説明といたしましては、災害に関しては以

上でございますが、やはり今後どう災害関連

死を少なくしていくか。やはり私たちとして

は、市町村と連携し、また、きょう説明しま

した関係団体といろいろな意見交換を行いな

がら、対策の充実を図ってまいりたいと思い

ます。 

 続きまして、③の説明に移りたいと思いま

す。 

 11ページをお願いしたいと思います。 

 応急仮設住宅の供与期間満了に伴う延長手

続の結果について、４月、５月分についてま

とめております。これにつきましては、吉永

議員、鎌田委員が代表質問で取り上げていた
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だいて、知事が、その概要や考え方を説明し

た次第です。 

 今回、ブラッシュアップして、４月、５月

分を固めましたので、今回常任委員会に報告

させていただこうと思います。なお、今後に

おきましては、２カ月置きに公表していく予

定でございます。 

 まず、１番の４月、５月に供与期間満了を

迎える入居者の状況でございます。 

 対象世帯は3,764、延長したのは1,968、52

％、延長しなかったのは1,767、47％になっ

ております。うち、延長を希望されたんです

けれども、延長しなかったのが151世帯とな

っております。保留29世帯につきましては、

まだ添付書類等がしっかりついておりません

ので、判断を保留しているのが29世帯あると

いう状況です。 

 供与期間を延長する住まいの再建先につい

て確認しております。期間を延長した方で、

今後どういう住まいの再建をなされるんです

かという1,968世帯についての動向は、ここ

に書いておりますとおりで、自宅が824世

帯、民間賃貸住宅が630世帯、公営住宅が514

世帯となっております。割合で42％、32％、

26％という数字になっております。 

 次の12ページをお願いいたします。 

 供与期間を延長しない世帯の住まいの再建

先。供与期間を延長しなかった1,767世帯の

住まいの再建先について確認しました。自宅

が605世帯、民間賃貸住宅が925世帯、公営住

宅が21世帯、その他が216世帯になっており

ます。その他の中には、まだ確認中のものも

含まれております。これにつきましては、退

去まで、どういう再建をなさるのか、しっか

りと確認をしていこうと考えております。 

 次に、４、供与期間を延長しない世帯のう

ち、延長を希望されていた世帯の再建の状況

の例を書かせていただいております。いろい

ろこれについても代表質問等で御質問いただ

いて、知事のほうで寄り添った対応をしてい

くというふうな説明をしております。 

 おさらいのために、今の延長手続について

簡単に説明をさせていただきますと、退去６

カ月前に、県のほうから被災者のほうに延長

の希望をなさるかどうかの確認を行います。

そのときに、住まいの再建策でございますと

か、そこら辺の情報を添えて、再建の状況を

確認していきます。市町村にそれが１～２カ

月後に提出されて、市町村のほうで添付書類

を含めていろいろな状況を確認していきま

す。 

 特に、私たちは、今回気を使いましたの

が、先ほど申しました、延長を希望したんだ

けど要件に該当しない方たち、この方たちに

は、書類審査だけではなくて、電話とか面談

とかでお会いして、具体的な延長の御理由で

ございますとかをいろいろ聞き取った上で、

また、世帯の状況、就業の状況とかも聞き取

った上で、いろいろ意見交換をさせていただ

いてます。 

 その結果、先ほど申しましたように151世

帯が延長できませんでしたが、それについて

も、再建先を確認した上で、丁寧な対応をさ

せていただいています。 

 熊本市でも同様で、熊本市で判断なさった

事例につきましては、県のほうに御送付いた

だいて、県のほうで内容を精査し、県の判断

とぶれがないかどうかを整合をとらせていた

だいています。 

 ここに書きました①から⑤までの再建の状

況について、若干説明したいと思います。 

 ①の方、これは30歳の御夫婦２人暮らしで

す。被災地の市町村に戻りたいと考えていら

っしゃったんですが、物件を探していて見つ

からないと、引き続き延長してもらいたいと

いう御希望なんですけれども、市町村におい

て、今後の延長先、再建方法を確認する中

で、やはり現住所が勤務地に近いという御理

由でということが１つ、また、被災者生活再

建支援金や４つの支援策を御案内した結果、
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現在のみなし仮設でそのまま再建したいとい

う御意向に変えられたという例でございま

す。 

 ②につきましては、40代の御夫婦と子供２

人の４人世帯でございます。これは、漠然と

条件に見合う物件が見つからないという漠然

たる御要望だったんですけれども、内容を見

ました結果、世帯収入が1,000万円を超えて

いらっしゃいます。市町村において延長要件

に該当しないことを説明し、先ほど申しまし

たような支援金とか支援策を説明しました結

果、そのまま恒久的な住まいとしていただい

ています。 

 ③についても同じような内容でございま

す。これは、50代、ひとり暮らしです。現在

住んでいる場所の生活環境がいいから引き続

き延長してもらいたいと。これについても、

先ほどと同じように支援策を説明するんです

が、それとあわせて、公営住宅への入居、若

干所得も少なかったみたいで、公営住宅への

入居も案内したんですけれども、やはり現状

のまま恒久的な住まいとして決められまし

た。 

 次の④、60代の御夫婦の場合は、これにつ

きまして、市町村のほうで公営住宅の入居を

案内しましたところ、公営住宅に移られたと

いう状況でございます。 

 次の⑤は、70代の御夫婦と子供の３人世帯

でございます。これは、高齢の親御さんもい

らっしゃるんですが、子供の方の収入が高

く、公営住宅の入居基準を上回るので、同じ

ような支援策等の説明をしましたら、現在の

みなし仮設をそのまま恒久的な住まいとなさ

ったような状況でございます。 

 以上が③の御報告でございますが、やはり

延長をするのが目的ではございませんので、

住まいの再建にどう取り組んでいくか、いろ

いろな市町村、地域支え合いセンターと連携

しながら、今後住まいの再建を一日も早くや

っていきたいと考えておりますので、御支援

よろしくお願いしたいと思います。 

 健康福祉政策課からの報告事項３項目、以

上でございます。 

 

○田代国広委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑ありませんか。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

いたします。 

 ここで私のほうから、12月の委員会におい

て取りまとめを御一任いただきました平成29

年度厚生常任委員会における取り組みの成果

について、お手元に配付のとおり案を作成し

ましたので、御説明します。 

 この常任委員会における取り組みの成果

は、今年度の当委員会の審議の中で、委員か

ら提起された要望、提案等の中から、取り組

みが進んだ主な項目を取り上げ、３月に県議

会のホームページで公表するものです。 

 項目の選定等について、副委員長及び執行

部と協議し、当委員会としては７項目の取り

組みを上げた案を作成いたしました。 

 ここに上げた項目は、いずれも委員会審議

により取り組みが進んだ、あるいは課題解決

に向けての検討や調査が動き出したようなも

のを選定しております。 

 もちろん、この項目以外の提起された課題

や要望等についても、執行部で調査、検討等

を続けておられますが、これらの項目を特に

具体的な取り組みが進んでいるとして取り上

げました。 

 それでは、この案につきまして、何か御意

見等はございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 では、この案でホームペ

ージへ掲載したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 なお、簡易な文言の整理、修正があった場

合は、委員長に一任いただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 次に、その他で委員から何かありません

か。 

 

○山本伸裕委員 国民健康保険の医療費免除

制度の件でお尋ねしたいんですけれども、熊

本市から、ちょっとレセプト件数の推移につ

いて出していただいたんですけれども、医療

費免除期間終了前と終了後で、およそ１割レ

セプト件数が減っているというようなデータ

をいただいております。これはやっぱり医療

費免除制度が影響して受診抑制が起こってい

るんじゃないかというふうに思うんですけれ

ども、県としてはどのような分析をされてい

らっしゃるんでしょうか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国民健康保険

の自己負担の免除の特例措置が終了しました

のが昨年の９月でございます。その９月前後

のレセプトの件数なんですけれども、８月か

ら９月にかけて非常に伸びておりまして、そ

の後、10月、11月と下がっておりますが、12

月にはまたふえてきているというような状況

でございますので、しばらくちょっと経過を

見る必要があるのではないかと考えておりま

す。 

 以上です。 

 

○山本伸裕委員 保険医協会が去年の年末に

要望書を出されてますけれども、これで見る

と、なかなか深刻な状況が出されているんで

すけれども、結局、免除制度の終了によって

受診抑制が起こったというふうに回答されて

いる会員の方が46％と、いないという方が25

％、歯科の会員で言うと63％が受診抑制が起

こっているというような回答をなさっている

んですね。そして、助成制度の再開、必要性

をどう思うかと、強く思う、ある程度思うと

いうのが、合わせて57％、歯科の会員さんに

至っては66％というようなことで、やっぱり

この免除制度の終了が受診抑制につながって

いるという認識が、保険医協会の会員さんの

中では多数になっているのかなというふうに

思うんですよ。 

 こういう状況も踏まえて、やっぱり真剣

に、これは県としても、免除制度の再開につ

いて、ある程度条件を絞るとかいうようなこ

とも含めて、検討すべきではないかと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 医療費の免除

措置復活につきまして、12月議会でも山本委

員のほうから御質問をいただいておりまし

て、その際もお答えしておりますけれども、

昨年の９月までで終わっておりますのは、あ

くまでも被災者の方の収入の多い少ないに限

らず、全て一律に免除するという特例的な措

置でございまして、現在も、非常に生活が苦

しい低所得者に対する減免措置というもの

は、継続といいますか、前からあった制度が

ございますので、そういった制度を生活が苦

しい方にはぜひ御活用いただきたいというこ

とで、市町村とともに現在周知を図っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 もちろん周知徹底を図って

いただきたいと思うんですよ。実際に受診抑

制が起こっているということは、そういった

免除制度が利用されてないというようなこと

でもあろうかと思いますし、また、この免除

制度終了によって健康被害が──やっぱり、

今なお避難生活者の方が４万人という規模で

いらっしゃるので、そういった状況も踏まえ

て対応すべきではないかというようなこと、

これは意見として申し上げておきたいと思い

ます。 
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○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 先週だったですか、新聞に掲

載されておりましたが、公文書を保存期間前

に廃棄したということが、清水が丘学園です

か、が廃棄をされていたということで出てお

りますが、これは何で廃棄されたんですか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 ５年の保存期限

ということでございまして、それが終わった

後に審議会にかけるということの決まりでご

ざいました。清水が丘学園にて整理をした際

に、その審議会にかけるということについて

失念していたものでございます。 

 

○鎌田聡委員 これは初めてのことなんです

か、今回が。今まではちゃんと５年の保存期

間を守られてたんですか。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 審議会におかけ

するまで待つということについて、できなか

ったのは今回初めてでございます。 

 

○鎌田聡委員 今後どうしていくのかとか、

その改善策というか──なくなった文書とい

うのは、どういった内容のやつ、個人情報と

かを含めて入っているやつなんですかね。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 それについて

は、済みません、今手元に持っておりません

ので、確認して御報告したいというふうに思

います。 

 

○鎌田聡委員 文書の扱いは、今霞が関のほ

うで非常に問題になっておりますので、やっ

ぱりこういった内部文書で保存が決められて

いるやつは、きちっとそこに保存していくと

いうことが大事だろうと思いますので、こう

いった審議の中でも、いろんなことを尋ねら

れたときに、そういった文書がなければわか

らないということになってしまいますから、

ぜひ原因と、そして、今後の対処策というの

をしっかりと議論をして対応をしていただく

ようにお願いします。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 これをもちまして、本日の委員会を閉会し

ます。 

  午後０時47分閉会 

  ――――――――――――――― 

○田代国広委員長 なお、本年３月末をもっ

て退職される方が、本日２名出席されており

ます。それぞれ一言ずつ御挨拶をいただきた

いと思っておりますが、よろしいでしょう

か。 

   (病院事業管理者、障がい者支援課長の

順に退任挨拶) 

○田代国広委員長 お疲れさまでございまし

た。 

 なお、今年度最後の委員会でございますの

で、私も一言御挨拶をさせていただきます。 

 この１年間、緒方副委員長とともに円滑な

委員会運営に努めてまいりましたが、委員各

位には、温かい御指導、御協力を賜り、終始

熱心に御審議をいただきまして、まことにあ

りがとうございます。 

 また、健康福祉部古閑部長、病院局永井病

院事業管理者を初め、執行部の方々におかれ

ましても、常に丁寧な説明と御答弁をいただ

きました。熊本地震からの復旧、復興業務に

追われる中、誠実に対応していただきました

ことに対しましても、心から厚く御礼申し上

げます。 

 また、先ほど御挨拶いただきました永井病

院事業管理者、奥山障がい者支援課長におか

れましては、長い間本当に御苦労さまでござ

いました。県を去られましても、県政の発展

にお力添えをお願いするとともに、今までの
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経験と知識を生かされ、新たな場所での御活

躍をお祈り申し上げたいと思います。 

 執行部の皆様には、震災からの復旧、さら

に創造的復興に向けて、これからもまだまだ

大変かと思いますが、我々も頑張ってまいり

ますので、引き続き御努力をお願いしたいと

思います。 

 最後になりましたが、委員各位並びに執行

部の皆様方の今後ますますの御健勝と御活躍

を祈念いたしまして、簡単ではございます

が、御挨拶とさせていただきます。 

 本当にお世話になりました。(拍手) 

 次に、緒方副委員長からも一言御挨拶をお

願いします。 

 

○緒方勇二副委員長 委員の先生方には、こ

の１年間、充実した委員会運営に御審議いた

だきまして、まことにありがとうございまし

た。 

 本日で最後になりますけれども、委員、執

行部の皆さん方におかれましては、今までの

委員会での御議論を踏まえた上で、厚生分野

での県政の発展を図っていただけましたらと

いうふうに思うところでございます。 

 委員の先生方、そして執行部の皆さん方、

本当にお世話になりました。 

 ありがとうございました。(拍手) 

 

○田代国広委員長 以上で終了いたします。 

 皆様、大変お疲れさまでした。 

  午後０時52分 
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